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社会福祉法人松井田福祉会       

指定介護老人福祉施設「楽聚」運営規程 

（特別養護老人ホーム「楽聚」運営規程） 

 

第１章  総    則 

 

 （目的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人松井田福祉会が設置運営する指定介護老人福祉施設「楽聚」

（以下「施設」という。）の運営及び利用について必要な事項を定め、施設の円滑な運営を

図ることを目的とする。 

２  この規程は、社会福祉法人松井田福祉会が設置運営する特別養護老人ホーム「楽聚」の運

営及び利用について準用するものとする。この場合、この規程における｢管理者｣は｢施設長｣

に、｢従業者｣は｢職員｣に、それぞれ読み替えるものとする。 

 

 （基本方針） 

第２条 施設は、介護保険法、老人福祉法及び関係法令に基づき、入所者一人一人の意思及び 

人格を尊重し、可能な限り、入所者の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者が 

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すもの

とする。 

２ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、   

 市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サ   

 ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

 （定員） 

第３条 施設の定員は、従来型施設５０名、計５０名とする。 

 

第２章  従業者の職種、員数及び職務の内容 

 

 （従業者の職種及び定数） 

第４条  施設に、次の従業者を置く。 

一 管理者 １名 六 看護職員 ５名 

二 事務員 ４名 七 機能訓練指導員 １名（兼務） 

三 生活相談員 １名 八 嘱託医師 ２名 

四 計画担当介護支援専門員 １名 九 栄養士 １名 

五 介護職員 ２０名 十 調理員 業務委託 

２  前項において｢計画担当介護支援専門員｣とは、第１３条に規定する施設サービス計画に関   

 する業務を担当する介護支援専門員を指すものとする。 

３  第１項に定めるもののほか、必要がある場合は、その他の従業者を置くことができる。 

 

 （職務） 

第５条  従業者の職務内容は、次のとおりとする。 

 一  管理者   

   施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。管理者に   

事故あるときは、あらかじめ理事長が定めた従業者が管理者の職務を代行する。 
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 二  事務員 

    施設の庶務及び会計事務に従事する。 

 三  生活相談員 

     入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその   

家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。 

 四  計画担当介護支援専門員 

     入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入所者が自立した日   

常生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要   

に応じて変更を行う。 

 五  介護職員 

     入所者の日常生活の介護、相談及び援助業務に従事する。 

 六  看護職員 

     医師の診療補助、及び医師の指示を受けて入所者の看護、施設の保健衛生業務に従事   

する。 

 七 機能訓練指導員 

   日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。 

 八  嘱託医師 

     入所者の健康管理、療養上の指導及び施設の保健衛生の管理指導に従事する。 

 九  栄養士 

     入所者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導に従事する。 

 十  調理員 

     入所者に提供する食事の調理業務に従事する。 

 

第３章  入所及び退所 

 

 （内容及び手続きの説明及び同意等） 

第６条  施設は、あらかじめ入所申込者又はその家族に対し、この運営規程の概要、従業者の 

勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制その他の入所申込者の選択に資すると認めら 

れる重要事項を記した文書を交付して、懇切丁寧に説明を行い、施設サービスの開始につい 

て入所申込者の同意を得るものとする。 

２  施設は、入所定員に達している場合又は入所申込者に対し、自ら適切な施設サービスを提   

 供することが困難である等正当な理由がある場合を除き、入所契約の締結を拒むことはでき 

 ない。 

３ 施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜   

 を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹 

 介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。 

 

 （受給資格等の確認） 

第７条  施設は、入所申込者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定の有無 

及び要介護認定の有効期限を確かめるものとする。 

２ 施設は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配   

 慮して、サービスを提供するよう努めるものとする。 

 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第８条 施設は、要介護認定を受けていない入所申込者に対しては要介護認定の申請の有無を 

確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行 

われるよう必要な援助を行うものとする。 
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２  施設は、要介護認定の更新申請が遅くとも前項の有効期間満了日の３０日前には行われる   

 よう必要な援助を行うものとする。 

 

 （入所） 

第９条  入所申込者の施設への入所は、入所申込者と施設の契約により行うものとする。 

２ 施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅に   

 おいてこれを受けることが困難な者に対し、サービスを提供するものとする。 

３ 施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合に

は、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認めら

れる入所申込者を優先的に入所させるよう努めるものとする。 

４ 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等   

 により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の入居状況等の把握に努 

 めるものとする。 

５ 施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅に 

 おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容を記録する 

 ものとする。 

６ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の 

 間で協議するものとする。 

 

 （退所） 

第１０条  施設は、入所者に次の事由が生じた場合は、入所者又はその家族等に対し、７日間

の期間を定め、その理由を付して契約の解除について予告するものとする。 

 一  入所者が無断で退所し、７日間経過しても帰所の見込みがないとき。 

 二  入所者が入院し、明らかに３ケ月以上入院する事が見込まれるとき。 

 三  入所者の行動が施設の目的及び運営の方針に著しく反するとき。 

 四  入所者が負担すべき費用を３ケ月間滞納したとき。 

２  入所者に次の事由が生じた場合は､契約は終了するものとする。 

 一  要介護認定の更新において、自立又は要支援と認定されたとき。 

 二  入所者が死亡したとき。 

 三  入所者が契約の解除を通告し、７日間が経過したとき。 

 四  管理者が前項に規定する契約解除の予告をし、予告期間が経過したとき。 

 五  入所者が入院した後、おおむね３ケ月を経過しても退院できないとき。 

 六  他の介護保険施設への入所が決まり、その受入ができる状態になったとき。 

３ 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常   

 生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が 

 対処後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行 

 うものとする。 

４  施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅   

 介護支援事業者に対する情報提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供 

 する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

 （サービス提供の記録） 

第１１条 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び 

名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。 

２ 施設は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するもの   

 とする。 
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第４章  入所者に提供する施設サービスの内容及び利用料その他費用の額 

 

 （サービスの取扱方針） 

第１２条 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化  

の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行うも  

のとする。 

２ 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮   

 して行うものとする。 

３ 施設の従業者は、施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその   

 家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明するものとする。 

４  施設サービスの提供に当たっては、入所者の人権に十分配慮し､心身的虐待行為の禁止は

勿論のこと、入所者の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束 

 等入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

５ 施設は、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 施設は、自らその提供するサービスの質について評価を行い、常にその改善を図るものと 

 する。 

 

 （施設サービス計画） 

第１３条 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

２ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全  

 般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含め 

 て施設サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。 

３ 計画担当介護支援専門員は、入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じ   

 て問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で 

 解決すべき課題を把握するものとする。 

４  計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」   

 という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行う。この場合において、計画担 

 当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る 

 ものとする。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果に基づ   

 き、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき 

 課題、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上での留意事項等 

 を記載したサービス計画の原案を作成するものとする。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対するサービスの提供に当た   

 る他の担当者（以下「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。）の開催、担当者に 

 対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な 

 見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族   

 に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画   

 を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の   

 把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービ 

 ス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、第２項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」と 

 いう。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うものとし、 
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 特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。 

 一 定期的に入所者に面接を行う。 

 ニ 定期的にモニタリングの結果を記録する。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担   

 当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的 

 な見地からの意見を求めるものとする。 

 一 入所者が、介護保険法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

 二 入所者が、介護保険法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた    

  場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用 

 する。 

 

 （介護） 

第１４条  介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状 

況等に応じ、次の各号に掲げる事項を適切な技術をもって行わなければならない。 

 一  １週間に２回以上、適切な方法による入浴の機会の提供（入浴がさせられないときは清

拭）  

 二  排泄の自立についての必要な支援 

 三  おむつを使用せざるを得ない入所者について排泄の自立を図りつつ、そのおむつの適   

切な取り替え 

 四  離床、着替え、整容等の日常生活上の行為の適切な支援 

 五 褥そうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を防止するための体制  

の整備 

 

 （食事の提供） 

第１５条 食事の提供に当たっては、食品の種類及び調理方法について常に工夫し、栄養並び 

に入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供するものとする。 

２ 施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援し、食堂で食事を摂 

 ることができない入所者にあっては、居室に配膳し必要な食事補助を行うものとする。 

 

 （相談及び援助） 

第１６条  施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、 

入所者又はその家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。 

 

 （社会生活上の便宜の供与） 

第１７条  施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事 

を行うものとする。 

２  施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者   

 又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うも 

 のとする。 

３  施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会 

 を確保するよう努めるものとする。 

４ 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。 

 

 （機能訓練） 

第１８条 施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機 

能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。 
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 （健康管理） 

第１９条  医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持の 

ための適切な措置を採るものとする。 

２  医務室には、常時必要な医薬品及び診療用器材器具を備え付ける。 

３  入所者に入院の必要な事態が生じた場合には、速やかに別に定める協力病院等に引き継ぐ

ものとする。 

 

 （入所者の入院中の取扱い） 

第２０条  施設は、入所者について、入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３ 

ケ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案 

し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退 

院後再び円滑に入所することができるようにするものとする。 

 

 （施設サービスの利用料及び費用等） 

第２１条 第１４条から第２０条に規定する施設サービスの提供は、介護保険法、老人福祉法 

及び関係法令に規定する利用料負担により実施する。 

２ 前項の利用料負担による施設サービスのほか、次の各号に掲げる事項については、入所者   

 から費用の支払いを受けることができる。 

 一 食事の提供に要する費用 

 二 居住に要する費用 

  三 厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な居室の提供を行ったこと 

  に伴い必要となる費用 

 四 厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な食事の提供に要する費用 

 五 理美容代 

 六 前各号のほか、日常生活において通常必要となるものであって、入所者に負担させるこ 

  とが適当と認められる便宜の提供 

３  前項第六号に規定する便宜の具体的な内容及び前項各号に掲げる事項の具体的な費用に  

ついては、管理者が別に定める。 

４  第２項各号に規定する施設サービスの提供にあたっては、入所者又はその家族に対し、そ   

 の内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得るものとする。ただ 

 し、同項第一号から第四号まで掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

５  第２項及び第３項に規定する施設サービスの提供に係る会計及び第１４条から第２０条

までに規定する施設サービスの提供に係る会計は、それぞれ施設が行う他の事業会計と区分 

 するものとする。 

６  施設は、入所者が負担すべき施設サービスの利用料及び費用を請求するにあたっては請求   

 書を、当該請求に基づき入所者から支払を受けた時には領収書を、それぞれ入所者に交付す 

 るものとする。又、｢指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準｣（平成１１ 

 年３月３１日厚生省令第３９号）第９条第１項に規定する｢法定受領サービス｣に該当しない 

 施設サービスに係る利用料の支払いを受けたときには、当該サービス提供に係る証明書を交 

 付するものとする。 

７  施設は、居住費の額を変更するときは、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、変更後 

 の居住費の額及びその根拠について説明を行い、同意を得るものとする。 

 

第５章  施設利用に当たっての留意事項 

 

 （外出及び外泊） 

第２２条  入所者は、外出又は外泊しようとする時は、その都度行き先、用件、施設へ帰着す   



 

7 

 

 る予定日時等を管理者に届け出て許可を得なければならない。 

２  前項の許可を受けた者が許可内容を変更するときは、事前にその旨を申し出なければなら 

 ない。 

 

 （面会） 

第２３条  入所者に面会をしようとする者は、面会簿に所定事項を記載し、管理者の確認を得

て面会しなければならない。 

 

 （健康保持） 

第２４条  入所者は、努めて健康に留意し、施設が実施する健康診断は特別な理由がない限り 

これを拒否してはならない。 

 

 （身上変更の届出） 

第２５条  入所者は、身上に関する重要な変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なけ

ればならない。 

 

 （禁止行為） 

第２６条  入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

 一  管理者が定めた場所と時間以外で喫煙又は飲酒すること。 

 二  指定された場所以外で火気を用い、又は自炊すること。 

 三  けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。 

 四  その他管理者が定めたこと。 

 

 （損害賠償） 

第２７条  入所者が、故意又は過失によって施設の設備等に損害を与えた時は、その損害を弁

償させ又は原状に回復させることができる。 

 

第６章 緊急時等の対応  

 

 （緊急時等の対応） 

第２８条 施設は、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯

ごとの配置医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等、入所者の病状の急変等に備

えるための対応方針を定めるものとする。 

 

第７章  非常災害対策 

 

 （非常災害対策） 

第２９条  施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び 

 連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 施設は、非常災害対策に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ 

 ばならない。 

３  入所者は、前項の対策に可能な限り協力しなければならない。 

 

第８章  虐待の防止のための措置に関する事項  

 

（虐待防止の対応）  

第３０条  施設は、虐待又は虐待が疑われる事案の発生を防止するため、次の各号に
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定める措置を講ずるものとする。  

 一  虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置及び、従業者に対する研修の

実施  

 二  施設が整備した虐待防止のための指針の策定  

 三  虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置  

 

第９章  その他施設の運営に関する重要事項 

 

 （入所者に関する市町村への通知） 

第３１条  施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して 

その旨を市町村に通知するものとする。 

 一  正当な理由なしに施設サービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態      

の程度を悪化させたと認められるとき。 

 二  偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 （勤務体制の確保等） 

第３２条 施設は、入所者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤 

務の体制を定めておくものとする。 

２ 施設は、当該施設の従業者によってサービスを提供するものとする。ただし、入所者の処 

 遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

 

 （衛生管理等） 

第３３条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的 

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正 

に行うこととする。 

２ 施設は、入所者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒の発生又はまん 

 延の防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

 一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

 二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

 三 介護職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための   

研修の実施 

 

 （掲示） 

第３４条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力 

病院、利用料、苦情解決の手順その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第３５条  従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を第 

三者に漏らしてはならない。このことは、退職者についても同様であるものとする。退職者 

による秘密の保持に関する措置については、別に定める。 

２  施設は、居宅介護支援事業者に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじ  

  め文書により入所者の同意を得るものとする。 

 

  （苦情等への対応） 

第３６条  施設は、施設サービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に苦 
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情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調査するとともに、対応 

の結果について入所者に報告するものとする。 

２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 

３  施設は、入所者からの苦情に関して市町村及び国民健康保険団体連合会が実施する調査等   

  に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。 

４  施設は、苦情を申し立てた入所者に対していかなる差別的な取扱も行ってはならない。 

 

 （地域との連携） 

第３７条  施設は、その運営にあたっては、地域との交流を図るものとする。 

 

 （事故発生時の対応） 

第３８条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずる 

 ものとする。 

 一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防   

止のための指針の整備 

 二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告 

  され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備 

 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修の実施 

２  施設は、施設サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村及び入所者の   

 家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３  前項において、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３９条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

 

（ハラスメント対策） 

第４０条 施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的 

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも  

のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置  

を講じるものとする。 

 

 （記録の整備） 

第４１条 施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 施設は、入所者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完   

 結の日から５年間保存しなければならない。 

 一  施設サービス計画 

 ニ 第１１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 三 第１２条第５項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並    

  びに緊急やむを得ない理由の記録 

 四 第３１条に規定する市町村への通知に係る記録 

 五 第３６条に規定する苦情の内容等の記録 
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 六 第３８条に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

   附 則 

この規程は、平成２４年６月８日から施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年１２月１３日から施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年６月１日から施行する。  

   附 則 

 この規程は、平成３１年３月１８日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則 

 この規程は、令和３年８月１日から施行する。  

附 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第２１条関係）                        

１、利用者負担金 

（１）介護福祉施設サービス費 

区   分 要介護度 
金     額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

基本料金 多床室 

   １   ５８９円／日 １，１７８円／日 １，７６７円／日 

   ２   ６５９円／日 １，３１８円／日 １，９７７円／日 

   ３   ７３２円／日 １，４６４円／日 ２，１９６円／日 

   ４   ８０２円／日 １，６０４円／日 ２，４０６円／日 

   ５   ８７１円／日 １，７４２円／日 ２，６１３円／日 

 

（２）上記以外の介護保険給付対象サービス費 

各種加算 
金    額 

加  算  条  件 
１割負担  ２割負担 ３割負担 

初期加算  ３０円／日  ６０円／日  ９０円／日 利用者が新規に入所及び１ヶ月以上の入

院後再び入所した場合は３０日間 

外泊時加算 ２４６円／日 ４９２円／日 ７３８円／日 入所者が病院又は診療所への入院を要し

た場合及び入所者に対して居宅における

外泊を認めた場合、１月に６日を限度とし

て所定単位数に代えて１日につき 

栄養マネジメ

ント強化加算 

 
 

 １１円／日 ２２円／日 ３３円／日 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数

を５０で除して得た数以上配置すること。 

低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、

共同して作成した栄養ケア計画に従い、食

事の観察を週３回以上行い、入所者ごとの

食事の調整等を実施すること。 

入所者が退所する場合において、管理栄養

士が退所後の食事に関する相談支援を行

うこと。 

低栄養状態のリスクが低い入所者にも食

事の際に変化を把握し、問題がある場合

は、早期に対応すること。 

入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労

働省に提出していること。 



経口維持加算 ４００円／月 

１００円／月 

８００円／月 

２００円／月  

１，２００円／月 

３００円／月 

著しい誤嚥が認められる利用者 

誤嚥が認められる利用者 

療養食加算 ６円／回 

 

 １２円／回  １８円／回 医師の発行する食事せんに基づいて療養

食を提供した場合、食事の提供が管理栄養

士又は栄養士によって管理されているこ

と。（経口移行加算、経口維持加算を算定

している場合は算定しない） 

看護体制加算

Ⅰイ 

看護体制加算

Ⅱイ 

６円／日 

 

１３円／日 

 １２円／日 

  

 ２６円／日 

 １８円／日 

 

 ３９円／日 

 ①看護職員を常勤換算方法で入所者数が 

２５又はその端数を増すごとに１名配置

していること。 

 ②最低基準を１人以上上回って看護職員

を配置していること。 

 ③当該施設の看護職員により、２４時間

の連絡体制を確保していること。 

 

看取り介護 

加算Ⅰ 

本人又は家族の同意を得て看取り介護を行った場合、４５日を限度として 

７２円／日 

１４４円／日 

６８０円／日 

１,２８０円／日 

１４４円／日 

２８８円／日 

１,３６０円／日 

２,５６０円／日 

２１６円／日 

４３２円／日 

２，０４０円／日 

３,８４０円／日 

死亡日以前３１日～４５日以下 

死亡日以前４日～３０日以下 

死亡日の前日・前々日 

死亡日 

看取り介護 

加算Ⅱ 

７２円／日 

１４４円／日 

７８０円／日 

１,５８０円／日 

１４４円／日 

２８８円／日 

１,５６０円／日 

３,１６０円／日 

２１６円／日 

４３２円／日 

２，３４０円／日 

４,７４０円／日 

死亡日以前３１日～４５日以下 

死亡日以前４日～３０日以下 

死亡日の前日・前々日 

死亡日 

日常生活継続

支援加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３６円／日 

       

 ７２円／日 １０８円／日 

       

（１）介護福祉施設サービス費を算定して 

  いること。 

（２）次のいずれかに該当すること。 

 ①要介護４若しくは要介護５の者の 

  占める割合が入所者の７０％以上で 

  あること。 

  ②算定日の属する月の前６月間又は 

  前１２月間における新規入所者の総 

  数のうち、日常生活に支障をきたす   

  恐れのある症状又は行動が認められ 

  ることから介護を必要とする認知症 

  である者の占める割合が６５％以上 

  であること。 



     ③社会福祉士及び介護福祉士法施行 

 規則（昭和６２年厚生省令４９号） 

 第１条各号に掲げる行為を必要とす 

 る者の占める割合が入所者の１５％ 

 以上であること。 

（３）介護福祉士の数が、常勤換算方法 

    で、入所者の数が６又はその端数を  

    増すごとに１人であること。 
 

生活機能向上

連携加算（Ⅰ） 

 

 

 

生活機能向上

連携加算（Ⅱ） 

１００円／月 

 

 

 

 

２００円／月 

２００円／月 

 

 

 

 

４００円／月 

３００円／月 

 

 

 

 

６００円／月 

医師又は理学療法士等の助言を受けた上

で、機能訓練指導員等が共同して、利用者

又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作

成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓

練を行っていること。 

医師又は理学療法士等が当該施設を訪問

し、機能訓練指導員等と共同して、利用者

又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作

成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓

練を行っていること。 

 

排せつ支援加

算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０円／月 

 

２０円／月 

 

３０円／月 

 

イ 排せつに介護を要する入所者等に、要

介護状態の軽減の見込みについて、医師又

は看護師が施設入所時・サービス利用開始

時に評価するとともに、少なくとも３月に

１回、評価を行い、その評価結果を厚生労

働省に報告すること。 

ロ イの結果、適切な対応を行うことによ

り、要介護状態の軽減が見込まれる者につ

いて、医師、看護師等が共同して、排せつ

に介護を要する原因を分析し、それに基づ

いた支援計画を作成し、支援を継続してい

ること。 

ハ イの評価に基づき、少なくとも３月に

１回、入所者等ごとに支援計画を見直して

いること。 



排せつ支援加

算（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

排せつ支援加

算（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０円／月 

 

 

 

 

（Ⅰ）の要件を満たすとともに、適切な対

応を行うことにより、要介護状態の軽減が

見込まれる者について、施設入所時等と比

較して、排尿、排便の状態の少なくとも一

方が改善するとともに、いずれにも悪化が

ない又はおむつ使用ありから使用なしに

改善していること。又は施設入所時・利用

開始時に尿道カテーテルが留置されてい

た者について、尿道カテーテルが抜去され

たこと。 

（Ⅰ）の要件を満たすとともに、適切な対

応を行うことにより、要介護状態の軽減が

見込まれる者について、入所時等と比較し

て、排尿、排便の状態の少なくとも一方が

改善するとともに、いずれにも悪化がない

又は施設入所時・利用開始時に尿道カテー

テルが留置されていた者について、尿道カ

テーテルが抜去されたこと。かつ、おむつ

使用ありから使用なしに改善しているこ

と。 

褥瘡マネジメ

ント加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 入所者ごとに、施設入所時又は利用開

始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥

瘡の発生と関連のあるリスクについて、施

設入所時・サービス開始時に評価し、その

後少なくとも３月に１回評価すること。 

ロ イの確認及び評価の結果等の情報を

厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当

たって、当該情報その他褥瘡管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用

していること。 

ハ イの確認の結果、褥瘡が認められ、又

は、イの評価の結果、褥瘡が発生するリス

クがあるとされた入所者ごとに、医師、看

護師等、その他の職種が共同して褥瘡管理

に関する褥瘡ケア計画を作成しているこ



 

 

 

 

 

 

 

褥瘡マネジメ

ント加算（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６円／月 

 

 

 

 

 

 

 

３９円／月 

 

と。 

ニ 褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施

するとともに、その管理の内容や入所者の

状態について定期的に記録していること。

ホ イの評価に基づき、少なくとも３月に

１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直し

ていること。  

（Ⅰ）の要件を満たすとともに施設入所

時・サービス利用開始時の評価の結果、褥

瘡の認められた入所者等について、当該褥

瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた入所者について、褥瘡

の発生のないこと。 

 

口腔衛生管理

加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

口腔衛生管理

加算（Ⅱ） 

 ９０円／月 

 

 

 

 

 

１１０円／月 

１８０円／月 

 

 

 

 

 

２２０円／月 

２７０円／月 

 

 

 

 

 

３３０円／月 

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の

状態に応じた口腔衛生の管理を計画的（歯

科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係

るに技術的助言及び指導を月２回以上実

施）に行った場合 

（Ⅰ）の要件に加え、口腔機能改善管理指

導計画等の情報を厚生労働省に提出して

いること。 

 

再入所時栄養

連携加算 

 

 

 

 

２００円／回 

 

 

 

 

 

４００円／回 

 

 

 

 

 

６００円／回 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が定める特別食等を必要と

する者で、当該指定介護老人福祉施設の管

理栄養士が当該病院又は診療所の栄養管

理士と連携し当該者に関する栄養ケア計

画を策定した場合に入所者１人につき１

回を限度として所定単位数を加算する。 

 

夜勤職員配置

加算Ⅰイ 

  ２２円／日   ４４円／日  ６６円／日 最低基準を１人以上上回っていること。 

夜勤職員配置

加算Ⅰロ 

 

 １３円／日 

  

  

 ２６円／日 

  

  

 ３９円／日 

 

  

従来型 
 



夜勤職員配置

加算Ⅲイ 

夜勤職員配置

加算Ⅲロ 

２８円／日 

  

 １６円／日 

  

５６円／日 

  

 ３２円／日 

  

８４円／日 

 

 ４８円／日 

 

配置医師緊急時

対応加算 

（通常の勤務時

間外） 

（早朝・夜間） 

 （深夜） 

  

  

  

３２５円／回 

６５０円／回 

１,３００円／回 

 

 

 

 

６５０円／回 

１,３００円／回 

２,６００円／回 

 

 

 

９７５円／回 

１,９５０円／回 

３,９００円／回 

 

当該指定介護老人福祉施設を訪問し入所

者に対し診療を行い、かつ、診療を行った

理由を記録した場合は、診療が行われた時

間が通常の勤務時間外の場合（早朝・夜

間・深夜を除く）は、１回につき、３２５

単位、早朝又は夜間の場合は、１回につき

６５０単位、深夜の場合は１回につき、

1,300 単位を加算する。ただし看護体制加

算Ⅱを算定していない場合は、算定しな

い。 

サービス提供

体制強化加算 

 

 

２２円／日 

１８円／日 

   ６円／日 

   

 

 ４４円／日 

３６円／日 

 １２円／日 

  

 ６６円／日 

５４円／日 

 １８円／日 

  

 

（１）サービス提供体制強化加算(Ⅰ)    

（２）サービス提供体制強化加算(Ⅱ)    

（３）サービス提供体制強化加算(Ⅲ） 

（日常生活継続支援加算を算定している 

 場合は算定しない。） 

 

個別機能訓練

加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

個別機能訓練

加算（Ⅱ） 

 

 

個別機能訓練

加算（Ⅲ） 

１２円／日 

 

 

 

 

 

 

 

２０円／月 

 

 

 

２０円／月 

 

２４円／日 

 

 

 

 

 

 

 

４０円／月 

 

 

 

４０円／月 

 

３６円／日 

 

 

 

 

 

 

 

６０円／月 

 

 

 

６０円／月 

 

常勤の機能訓練指導員等を１名以上配置

していること。 

機能訓練指導員等が共同して利用者ごと

の個別機能訓練計画を作成し、計画的に機

能訓練を行っていること。 

個別機能訓練を行う場合は、３月ごとに１

回以上利用者に対して個別機能訓練の内

容を説明、記録すること。 

（Ⅰ）を算定している場合であって、かつ、

個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生

労働省に提出していること。 

 

（Ⅱ）を算定していること。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメ

ント強化加算を算定していること。 

入所者ごとに理学療法士等が個別機能訓



練計画の内容の情報その他個別機能訓練

の適切かつ有効な実施のために必要な情

報、入所者の口腔の健康状態に関する情報

及び栄養状態に関する情報を相互に共有

していること。 

共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別

機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内

容について、理学療法士等の関係職種間で

共有していること。 

 

認知症専門 

ケア加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

認知症専門 

ケア加算（Ⅱ） 

 

３円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

４円／日 

 

６円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

８円／日 

 

９円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２円／日 

日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２

分の１以上であること。 

認知症介護実践リーダー研修修了者を日

常生活自立度Ⅲ以上の者が２０名未満の

場合は１名以上、２０名以上の場合は１

に、当該対象者の数が１９を超えて１０又

は端数を増すごとに１を加えて得た数以

上配置し、専門的な認知症ケアを実施して

いること。 

（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護

指導者研修修了者を１名以上配置し、認知

症ケアの指導等を実施していること。 

認知症ケアに関する研修計画を作成、実施

していること。 

 

介護職員等処

遇改善加算 

            Ⅰ 

            Ⅱ 

            Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ（1）～Ⅴ（14）                          

サービス単位の合計×１４．０％ 

サービス単位の合計×１３．６％ 

サービス単位の合計×１１．３％  

サービス単位の合計×  ９．０％ 

サービス単位の合計×１２．４％～４．７％ 

科学的介護推

進体制加算

（Ⅰ） 

 

 

４０円／月 

 

 

 

 

８０円／月 

 

 

 

 

１２０円／月 

 

 

 

 

利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機

能、認知症の状況等に係る基本的な情報

を厚生労働省に提出していること。 

 

 



科学的介護推

進体制加算

（Ⅱ） 

５０円／月 １００円／月 

 

１５０円／月 （Ⅰ）の要件に加え、疾病の状況につい

ての情報を厚生労働省に提出しているこ

と。 

 

ADL 維持加算

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADL 維持加算

（Ⅱ） 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０円／月 

６０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２０円／月 

９０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８０円／月 

 

 

イ 利用者等の総数が１０人以上である

こと。 

ロ 利用者全員について、利用開始日と

当該月の翌月から起算して６月目におい

て、Barthel Index を適切に評価できる

者が ADL 値を測定し、測定した日が属す

る月ごとに厚生労働省に提出しているこ

と。 

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月

目の月に測定した ADL 値から利用開始月

に測定した ADL 値を控除して得た値に、

初月の ADL 値や要介護認定の状況等に応

じて一定の値を加えた ADL 利得（調整済

ADL 利得）の上位及び下位それぞれ１割

の者を除く評価対象利用者の ADL 利得を

平均して得た値が、１以上であること。 

 

（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。 

評価対象利用者等の調整済 ADL 利得を平

均して得た値が３以上であること。 

 



自立支援促進

加算 

 

２８０円／月 ５６０円／月 ８４０円／月 イ 医師が自立支援のために必要な医学

的評価を入所時に行うとともに、少なく

とも３月に１回、医学的評価の見直しを

行い、自立支援計画等の策定等に参加し

ていること。 

ロ イの結果、特に自立支援の対応が必

要であるとされた者に医師、看護師等、

その他の職種の者が共同して、自立支援

に係る支援計画を策定し、ケアを実施し

ていること。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくと

も３月に１回、入所者ごとに支援計画を

見直していること。 

ニ イの医学的評価の結果を厚生労働省

に提出すること。 

安全管理体制

加算 

 

２０円／（入

所時に 1 回） 

４０円／（入

所時に 1 回） 

６０円／（入所

時に 1 回） 

外部の研修を受けた担当者が配置され、

施設内に安全対策部門を設置し、組織的

に安全対策を実施する体制が整備されて

いること。 

特別通院送迎

加算 

 

５９４円／月 1,188 円／月 1,782 円／月 透析を要する入所者であって、家族や病

院等による送迎が困難等やむを得ない事

情があるものに対して、１月に１２回以

上、通院のため送迎を行った場合 

協力医療機関

連携加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５円／月 

５０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０円／月 

１００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５円／月 

１５０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力医療機関との間で、入所者の同意を

得て入所者の病歴等の情報を共有する会

議を定期的に開催していること。 

下記の①から③の要件を満たす場合１月

につき、５０単位を加算する。 

①医師が相談対応を行う体制を常時確保

している。 

②診療を行う体制を常時確保している。 

③入院を原則として受け入れる体制を確

保している。 

それ以外の場合は１月につき、５単位を

加算する。 



退所時情報提

供加算 

 

２５０円／回 

 

５００円／回 ７５０円／回 

 

 

退所後の医療機関に対して入所者等を紹

介する際、入所者等の同意を得て、心身

の状況、生活歴等の情報を提供した場合

に入所者１人につき１回算定する。 

高齢者施設等

感染対策向上

加算（Ⅰ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者施設等

感染対策向上

加算（Ⅱ） 

 

１０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５円／月 

２０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０円／月 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５円／月 

第二種協定指定医療機関との間で新興感

染症の発生時等の対応を行う体制を確保

していること。協力医療機関との間で一

般的な感染症の発生時等の対応を取り決

めるとともに、協力医療機関と連携し適

切に対応していること。感染対策向上加

算又は外来感染対策向上加算に係る届出

を行った医療機関又は地域の医師会が定

期的に行う院内感染対策に関する研修又

は訓練に１年に１回以上参加しているこ

と。 

感染対策向上加算に係る届出を行った医

療機関から３年に１回以上施設内で感染

者が発生した場合の感染制御等に係る実

地指導を受けていること。 

 

新興感染症等

施設療養費 

 

２４０円／日 

 

４８０円／日 

 

７２０円／日 

 

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感

染症に感染した場合に相談対応、診療、

入院調整等を行う医療機関を確保し、か

つ、当該感染症に感染した入所者等に対

し、適切な感染対策を行った上で、該当

する介護サービスを行った場合に１月に

１回、連続する５日を限度に算定する。 

認知症チーム

ケア推進加算 

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

１５０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

３００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）認知症の者の占める割合が入所者

総数の 2 分の 1 以上であること。 

（２）認知症介護の指導に係る専門的な

研修を修了している者又は認知症介護に

係る専門的な研修及び認知症の行動・心

理症状の予防等に資するケアプログラム

を含んだ研修を修了した者を 1 名以上配

置し、かつ複数人の介護職員から成る認

知症の行動・心理症状に対応するチーム



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症チーム

ケア推進加算 

（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６０円／月 

を組んでいること。 

（３）個別に認知症の行動・心理症状の

評価を計画的に行い、認知症の行動・心

理症状の予防に資するチームケアを実施

していること。 

（４）認知症の行動・心理症状の予防に

資する認知症ケアについて、カンファレ

ンスの開催、計画の策定、定期的な評価、

ケアの振り返り、計画の見直し等を行っ

ていること。 

加算（Ⅰ）の（１）、（３）及び（４）

に掲げる基準に適合すること。 

認知症の行動・心理症状の予防等に資す

る認知症介護に係る専門的な研修を修了

している者を 1 名以上配置し、かつ複数

人の介護職員から成る認知症の行動・心

理症状に対応するチームを組んでいるこ

と。 

 

退所時栄養情

報連携加算 

 

 

 

 

 

 

７０円／回 

 

 

 

 

 

 

 

１４０円／回 

 

 

 

 

 

 

 

２１０円／回 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が定める特別食を必要とす

る入所者又は低栄養状態にあると医師が

判断した入所者を対象とする。 

管理栄養士が退所先の医療機関に対し

て、当該者の栄養管理に関する情報を提

供する。 

1 月につき 1 回を限度として所定単位数

を算定する。 

 

生産性向上推

進体制加算 

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

１００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

２００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

３００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータ

により業務改善の取組による成果が確認

されていること。 

見守り機器等テクノロジーを複数導入し

ていること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取組に

よる効果を示すデータの提出を行うこ

と。 



生産性向上推

進体制加算 

（Ⅱ） 

 

 

 

１０円／月 

 

 

 

 

 

 

２０円／月 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の開催や必要な安

全対策を講じた上で、生産性向上ガイド

ラインに基づく改善活動を継続的に行っ

ていること。 

見守り機器等のテクノロジーを一つ以上

導入していること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取組に

よる効果を示すデータの提出を行うこ

と。 

※利用者負担金の割合は、市町村から交付される負担割合証によります。 

※各種加算については、要件を満たしたもののみ加算します。 

 

 

（３）介護保険給付対象外サービス 

  食費・居住費に係る利用者負担限度額              （単位：円／日） 

利 用 者 負 担 段 階 居住区分 居住費 食 費 

下記以外の方 第４段階 多床室 ９１５ １,４４５ 

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税 

非
課
税
者 

②課税年金収入額と合計所

得金額の合計が１２０万円

を超える方 
第３段階 多床室 ４３０ 

 

１,３６０  

①課税年金収入額と合計所

得金額の合計が８０万円を

超え１２０万円以下の方 

６５０ 

課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円以下

の方 

第２段階 多床室 ４３０ ３９０ 

老齢福祉年金受給者 
第１段階 多床室 ０ ３００ 

生活保護受給者 

※食費・居住費は、利用者及び家族の収入により自己負担金が変わります。 

 

 

 

 



（４）その他の料金 

料 金 の 種 類 金   額 内   容   等 

理美容代 ２，０００円／１回 ６０日前後の間隔で施設内において実施  

レクリエーション参加

による料金 
 実 費 外出行事、外食等 

特別な食事  実 費 ご希望に応じ特別な食事の提供 

複写物の交付   ２０円／１枚 サービス記録等の複写物を必要とする場合 

電気料金   各２０円／日 持ち込みされるＴＶ、ラジオ、電気毛布、電気あんか等 

 



社会福祉法人松井田福祉会     

指定介護老人福祉施設「楽聚」ユニット型施設運営規程 

（特別養護老人ホーム「楽聚」ユニット型運営規程） 

 

第１章  総    則 

 

 （目的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人松井田福祉会が設置運営する指定介護老人福祉施設「楽聚」

（以下「施設」という。）の運営及び利用について必要な事項を定め、施設の円滑な運営を

図ることを目的とする。 

２  この規程は、社会福祉法人松井田福祉会が設置運営する特別養護老人ホーム「楽聚」の運

営及び利用について準用するものとする。この場合、この規程における｢管理者｣は｢施設長｣

に、｢従業者｣は｢職員｣に、それぞれ読み替えるものとする。 

 

 （基本方針） 

第２条 施設は、介護保険法、老人福祉法及び関係法令に基づき、入所者一人一人の意思及び 

人格を尊重し、可能な限り、入所者の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者が 

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すもの

とする。 

２ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、   

 市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サ   

 ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

 （定員） 

第３条 施設の定員は、ユニット型施設３０名、ユニットの数は３、ユニット毎の定員は１０ 

 名とする。 

 

第２章  従業者の職種、員数及び職務の内容 

 

 （従業者の職種及び定数） 

第４条  施設に、次の従業者を置く。 

一 管理者 １名 六 看護職員 ５名 

二 事務員 ４名 七 機能訓練指導員 １名（兼務） 

三 生活相談員 １名 八 嘱託医師 ２名 

四 計画担当介護支援専門員 １名 九 栄養士 １名 

五 介護職員 ２２名 十 調理員 業務委託 

２  第１項に定めるもののほか、必要がある場合は、その他の従業者を置くことができる。 

 

 （職務） 

第５条  従業者の職務内容は、次のとおりとする。 

 一  管理者   

   施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。管理者に   

事故あるときは、あらかじめ理事長が定めた従業者が管理者の職務を代行する。 

 二  事務員 

    施設の庶務及び会計事務に従事する。 

 



 三  生活相談員 

     入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその        

家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。 

 四  計画担当介護支援専門員 

     入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入所者が自立した日   

常生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要   

に応じて変更を行う。 

 五  介護職員 

     入所者の日常生活の介護、相談及び援助業務に従事する。 

 六  看護職員 

     医師の診療補助、及び医師の指示を受けて入所者の看護、施設の保健衛生業務に従事   

する。 

 七 機能訓練指導員 

   日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。 

 八  嘱託医師 

     入所者の健康管理、療養上の指導及び施設の保健衛生の管理指導に従事する。 

 九  栄養士 

     入所者に提供する食事の管理、入所者の栄養指導に従事する。 

 十  調理員 

     入所者に提供する食事の調理業務に従事する。 

 

第３章  入所及び退所 

 

 （内容及び手続きの説明及び同意等） 

第６条  施設は、あらかじめ入所申込者又はその家族に対し、この運営規程の概要、従業者の 

勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制その他の入所申込者の選択に資すると認めら 

れる重要事項を記した文書を交付して、懇切丁寧に説明を行い、施設サービスの開始につい 

て入所申込者の同意を得るものとする。 

２  施設は、入所定員に達している場合又は入所申込者に対し、自ら適切な施設サービスを提   

 供することが困難である等正当な理由がある場合を除き、入所契約の締結を拒むことはでき 

 ない。 

３ 施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜   

 を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹 

 介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。 

 

 （受給資格等の確認） 

第７条  施設は、入所申込者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定の有無 

及び要介護認定の有効期限を確かめるものとする。 

２ 施設は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配   

 慮して、サービスを提供するよう努めるものとする。 

 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第８条 施設は、要介護認定を受けていない入所申込者に対しては要介護認定の申請の有無を 

確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行 

われるよう必要な援助を行うものとする。 

２  施設は、要介護認定の更新申請が遅くとも前項の有効期間満了日の３０日前には行われる   

 よう必要な援助を行うものとする。 

 



 （入所） 

第９条  入所申込者の施設への入所は、入所申込者と施設の契約により行うものとする。 

２ 施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅に   

 おいてこれを受けることが困難な者に対し、サービスを提供するものとする。 

３ 施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には   

 介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる 

 入所申込者を優先的に入所させるよう努めるものとする。 

４ 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等   

 により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の入居状況等の把握に努 

 めるものとする。 

５ 施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅に 

 おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容を記録する 

 ものとする。 

６ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の 

 間で協議するものとする。 

 

 （退所） 

第１０条  施設は、入所者に次の事由が生じた場合は、入所者又はその家族等に対し、７日間

の期間を定め、その理由を付して契約の解除について予告するものとする。 

 一  入所者が無断で退所し、７日間経過しても帰所の見込みがないとき。 

 二  入所者が入院し、明らかに３ケ月以上入院する事が見込まれるとき。 

 三  入所者の行動が施設の目的及び運営の方針に著しく反するとき。 

 四  入所者が負担すべき費用を３ケ月間滞納したとき。 

２  入所者に次の事由が生じた場合は､契約は終了するものとする。 

 一  要介護認定の更新において、自立又は要支援と認定されたとき。 

 二  入所者が死亡したとき。 

 三  入所者が契約の解除を通告し、７日間が経過したとき。 

 四  管理者が前項に規定する契約解除の予告をし、予告期間が経過したとき。 

 五  入所者が入院した後、おおむね３ケ月を経過しても退院できないとき。 

 六  他の介護保険施設への入所が決まり、その受入ができる状態になったとき。 

３ 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常   

 生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が   

 対処後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行 

  うものとする。 

４  施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅   

 介護支援事業者に対する情報提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供 

 する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

 （サービス提供の記録） 

第１１条 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び 

名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載するものとする。 

２ 施設は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するもの   

 とする。 

 

 

 

 

 



第４章  入所者に提供する施設サービスの内容及び利用料その他費用の額 

 

 （サービスの取扱方針） 

第１２条 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化  

の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行うも  

のとする。 

２ 施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮   

 して行うものとする。 

３ 施設の従業者は、施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその   

 家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明するものとする。 

４  施設サービスの提供に当たっては、入所者の人権に十分配慮し､心身的虐待行為の禁止は   

 勿論のこと、入所者の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束 

 等入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

５ 施設は、前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の 

 状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 施設は、自らその提供するサービスの質について評価を行い、常にその改善を図るものと 

 する。 

 

 （施設サービス計画） 

第１３条 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

２ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全   

 般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含め 

 て施設サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。 

３ 計画担当介護支援専門員は、入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じ   

 て問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で 

 解決すべき課題を把握するものとする。 

４  計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」   

 という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行う。この場合において、計画担 

 当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る 

 ものとする。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果に基づ   

 き、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき 

 課題、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上での留意事項等 

 を記載したサービス計画の原案を作成するものとする。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対するサービスの提供に当た   

 る他の担当者（以下「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。）の開催、担当者に 

 対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な 

 見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族   

 に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画   

 を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の   

 把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービ 

 ス計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、第２項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」と 

 いう。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うものとし、 

 



 特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。 

 一 定期的に入所者に面接を行う。 

 ニ 定期的にモニタリングの結果を記録する。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担   

 当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的

な見地からの意見を求めるものとする。 

 一 入所者が、介護保険法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

 二 入所者が、介護保険法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた    

  場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用 

 する。 

 

 （介護） 

第１４条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活 

を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、次の各号に掲げる事項を適切は 

技術をもって行わなければならない。 

 一 入居者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じて、それぞれの役    

  割を持って行うための適切な支援 

 二 身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法による 

  入浴の機会の提供（入浴がさせられないときは清拭） 

 三 排泄の自立についての必要な支援 

 四 おむつを使用せざるを得ない入居者について排泄の自立を図りつつ、そのおむつの適正 

な取り替え 

 五 離床、着替え、整容等の日常生活上の行為の適切な支援 

 六 褥そうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を防止するための体制   

の整備 

 

 （食事の提供） 

第１５条 食事の提供に当たっては、食品の種類及び調理方法について常に工夫し、栄養並び 

に入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供するものとする。 

２ ユニット型施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立につい 

 て必要な支援を行うとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を

摂ることができるよう必要な時間を確保するものとする。 

３ 食事の提供は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつ   

 つ、入居者が共同生活室で食事が摂れるよう支援し、共同生活室で食事を摂ることができな 

 い入居者にあっては、居室に配膳し必要な食事補助を行うものとする。 

 

 （社会生活上の便宜の供与） 

第１６条 ユニット型施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を 

提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援するものとする。 

２ ユニット型施設は、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについ 

 て、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わ 

 って行うものとする。 

３ ユニット型施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交   

 流等の機会を確保するよう努めるものとする。 

４ ユニット型施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。 

 

 



 （機能訓練） 

第１７条 施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機 

能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。 

 

 （健康管理） 

第１８条  医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持の 

ための適切な措置を採るものとする。 

２  医務室には、常時必要な医薬品及び診療用器材器具を備え付ける。 

３  入所者に入院の必要な事態が生じた場合には、速やかに別に定める協力病院等に引き継ぐ 

 ものとする。 

 

 （入所者の入院中の取扱い） 

第１９条  施設は、入所者について、入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３ 

ケ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案 

し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退 

院後再び円滑に入所することができるようにするものとする。 

 

 （施設サービスの利用料及び費用等） 

第２０条 第１４条から第２０条に規定する施設サービスの提供は、介護保険法、老人福祉法 

及び関係法令に規定する利用料負担により実施する。 

２ 前項の利用料負担による施設サービスのほか、次の各号に掲げる事項については、入所者   

 から費用の支払いを受けることができる。 

 一 食事の提供に要する費用 

 二 居住に要する費用 

  三 厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な居室の提供を行ったこと 

  に伴い必要となる費用 

 四 厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な食事の提供に要する費用 

 五 理美容代 

 六 前各号のほか、日常生活において通常必要となるものであって、入所者に負担させるこ 

  とが適当と認められる便宜の提供 

３  前項第六号に規定する便宜の具体的な内容及び前項各号に掲げる事項の具体的な費用に

ついては、管理者が別に定める。 

４  第２項各号に規定する施設サービスの提供にあたっては、入所者又はその家族に対し、そ   

 の内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得るものとする。  

ただし、同項第一号から第四号まで掲げる費用に係る同意については、文書によるものと  

する。 

５  第２項及び第３項に規定する施設サービスの提供に係る会計及び第１４条から第２０条

までに規定する施設サービスの提供に係る会計は、それぞれ施設が行う他の事業会計と区分 

 するものとする。 

６  施設は、入所者が負担すべき施設サービスの利用料及び費用を請求するにあたっては請求   

 書を、当該請求に基づき入所者から支払を受けた時には領収書を、それぞれ入所者に交付す 

 るものとする。又、｢指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準｣（平成１１ 

 年３月３１日厚生省令第３９号）第９条第１項に規定する｢法定受領サービス｣に該当しない 

 施設サービスに係る利用料の支払いを受けたときには、当該サービス提供に係る証明書を交 

 付するものとする。 

７  施設は、居住費の額を変更するときは、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、変更後 

 の居住費の額及びその根拠について説明を行い、同意を得るものとする。 

 



第５章  施設利用に当たっての留意事項 

 

 （外出及び外泊） 

第２１条  入所者は、外出又は外泊しようとする時は、その都度行き先、用件、施設へ帰着す  

 る予定日時等を管理者に届け出て許可を得なければならない。 

２  前項の許可を受けた者が許可内容を変更するときは、事前にその旨を申し出なければなら   

 ない。 

 

 （面会） 

第２２条  入所者に面会をしようとする者は、面会簿に所定事項を記載し、管理者の確認を得

て面会しなければならない。 

 

 （健康保持） 

第２３条  入所者は、努めて健康に留意し、施設が実施する健康診断は特別な理由がない限り 

これを拒否してはならない。 

 

 （身上変更の届出） 

第２４条  入所者は、身上に関する重要な変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なけ

ればならない。 

 

 （禁止行為） 

第２５条  入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

 一  管理者が定めた場所と時間以外で喫煙又は飲酒すること。 

 二  指定された場所以外で火気を用い、又は自炊すること。 

 三  けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。 

 四  その他管理者が定めたこと。 

 

 （損害賠償） 

第２６条  入所者が、故意又は過失によって施設の設備等に損害を与えた時は、その損害を弁

償させ又は原状に回復させることができる。 

 

第６章 緊急時等の対応  

 

 （緊急時等の対応） 

第２７条 施設は、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯 

 ごとの配置医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等、入所者の病状の急変等に 

 備えるための対応方針を定めるものとする。 

 

第７章  非常災害対策 

 

 （非常災害対策） 

第２８条  施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び 

 連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 施設は、非常災害対策に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ 

 ばならない。 

３  入所者は、前項の対策に可能な限り協力しなければならない。 

 

 



第８章  虐待の防止のための措置に関する事項  

 

（虐待防止の対応）  

第２９条  施設は、虐待又は虐待が疑われる事案の発生を防止するため、次の各号に

定める措置を講ずるものとする。  

 一  虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置及び、従業者に対する研修の

実施  

 二  施設が整備した虐待防止のための指針の策定  

 三  虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置  

 

第９章  その他施設の運営に関する重要事項 

 

 （入所者に関する市町村への通知） 

第３０条  施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して 

その旨を市町村に通知するものとする。 

 一  正当な理由なしに施設サービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態   

の程度を悪化させたと認められるとき。 

 二  偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 （勤務体制の確保等） 

第３１条 施設は、入所者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤 

務の体制を定めておくものとする。 

２ 施設は、当該施設の従業者によってサービスを提供するものとする。ただし、入所者の処 

 遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

 

 （衛生管理等） 

第３２条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的 

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正 

に行うこととする。 

２ 施設は、入所者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒の発生又はまん 

 延の防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

 一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

 二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

 三 介護職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための   

研修の実施 

 

 （掲示） 

第３３条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力 

病院、利用料、苦情解決の手順その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第３４条  従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を第 

三者に漏らしてはならない。このことは、退職者についても同様であるものとする。退職者 

による秘密の保持に関する措置については、別に定める。 

２  施設は、居宅介護支援事業者に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじ   

  め文書により入所者の同意を得るものとする。 



 

 （苦情等への対応） 

第３５条  施設は、施設サービスに関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に苦 

情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調査するとともに、対応 

の結果について入所者に報告するものとする。 

２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 

３  施設は、入所者からの苦情に関して市町村及び国民健康保険団体連合会が実施する調査等   

 に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。 

４  施設は、苦情を申し立てた入所者に対していかなる差別的な取扱も行ってはならない。 

 

 （地域との連携） 

第３６条  施設は、その運営にあたっては、地域との交流を図るものとする。 

 

 （事故発生時の対応） 

第３７条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずる 

 ものとする。 

 一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止    

  のための指針の整備 

 二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告 

  され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備 

 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修の実施 

２  施設は、施設サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村及び入所者の   

 家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３  前項において、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。 

  

（業務継続計画の策定等） 

第３８条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

 

（ハラスメント対策） 

第３９条 施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的  

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも  

のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置  

を講じるものとする。 

 

 （記録の整備） 

第４０条 施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 施設は、入所者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完   

 結の日から５年間保存しなければならない。 

 一  施設サービス計画 

 ニ 第１１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 三 第１２条第５項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並    

  びに緊急やむを得ない理由の記録 



 四 第３０条に規定する市町村への通知に係る記録 

 五 第３５条に規定する苦情の内容等の記録 

 六 第３７条に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

     附 則 

この規程は、平成２４年６月８日から施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年１２月１３日から施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、議決の日から施行し、改正後の社会福祉法人松井田福祉会特別養護老人ホーム 

 「楽聚」ユニット型運営規程の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この規程は、平成３０年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年３月１８日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

別表（第２０条関係）                               

１、介護福祉施設を利用する場合 

（１）ユニット型介護福祉施設サービス費                    

区    分 要介護度 
金     額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

基本料金 
ユニット型

個室 

１    ６７０円／日 １，３４０円／日 ２，０１０円／日 

２    ７４０円／日 １，４８０円／日 ２，２２０円／日 

３    ８１５円／日 １，６３０円／日 ２，４４５円／日 

４    ８８６円／日 １，７７２円／日 ２，６５８円／日 

５ ９５５円／日 １，９１０円／日 ２，８６５円／日 

 

（２）上記以外の介護保険給付対象サービス費 

各種加算 
金    額 

加  算  条  件 
１割負担 ２割負担 ３割負担 

初期加算 ３０円／日   ６０円／日   ９０円／日 利用者が新規に入所及び１ヶ月以上の入院

後再び入所した場合は３０日間  

外泊時加算 ２４６円／日  ４９２円／日 ７３８円／日 入所者が病院又は診療所への入院を要した

場合及び入所者に対して居宅における外泊

を認めた場合、１月に６日を限度として所

定単位数に代えて１日につき  

栄養マネジメ

ント強化加算 

  

 １１円／日 ２２円／日 ３３円／日 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を

５０で除して得た数以上配置すること。 

低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、

共同して作成した栄養ケア計画に従い、食

事の観察を週３回以上行い、入所者ごとの

食事の調整等を実施すること。 

入所者が退所する場合において、管理栄養

士が退所後の食事に関する相談支援を行う

こと。 

低栄養状態のリスクが低い入所者にも食事

の際に変化を把握し、問題がある場合は、早

期に対応すること。 

入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働

省に提出していること。  
経口維持加算 ４００円／月 

１００円／月 

８００円／月 

２００円／月 

１,２００円／月 

３００円／月 

著しい誤嚥が認められる利用者 

誤嚥が認められる利用者  

療養食加算 ６円／回 

 

 １２円／回   １８円／回 医師の発行する食事せんに基づいた療養食

を提供した場合、食事の提供が管理栄養士

又は栄養士によって管理されていること。  
 本人又は家族の同意を得て看取り介護を行った場合、死亡前４５日を限度として 



 

 

看取り介護 

加算Ⅰ 

 

 

看取り介護 

加算Ⅱ 
 

  ７２円／日 

１４４円／日 

 ６８０円／日 

１,２８０円／日 

７２円／日 

１４４円／日 

７８０円／日 

１,５８０円／日 

１４４円／日 

２８８円／日 

１,３６０円／日 

２,５６０円／日 

１４４円／日 

２８８円／日 

１,５６０円／日 

３,１６０円／日 

２１６円／日 

４３２円／日 

２,０４０円／日 

３,８４０円／日 

２１６円／日 

４３２円／日 

２,３４０円／日 

４,７４０円／日 

死亡日以前３１日～４５日以下 

死亡日以前４日～３０日以下 

死亡日の前日・前々日 

死亡日 

死亡日以前３１日～４５日以下 

死亡日以前４日～３０日以下 

死亡日の前日・前々日 

死亡日 

 

日常生活継続

支援加算

（Ⅱ） 

４６円／日  ９２円／日 

                 

                           

                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３８円／日 

               

 

(1)ユニット型介護福祉施設サービス費を

算定していること。 

(2)①～③のいずれかの要件を満たすこ

と。 

 ①前 6 月間又は前 12 月間における新規

入所者の総数のうち、要介護 4 若しくは要

介護 5 の者の占める割合が 70％以上である

こと。 

 ②前 6 月間又は前 12 月間における新規

入所者の総数のうち、日常生活に支障を来

す恐れのある症状又は行動が認められるこ

とから介護を必要とする認知症である者の

占める割合が 65％以上であること。 

 ③たんの吸引等（※）が必要な利用者の

占める割合が入所者の 15％以上であるこ

と。 

(3)介護福祉士の数が入所者の数が 6 又は

その端数を増すごとに 1 以上であること。 

 

夜勤職員配置加算  

 

 

     Ⅱイ  

    Ⅱロ 

    Ⅳイ 

    Ⅳロ 

２７円／日 

１８円／日 

３３円／日 

２１円／日 

  ５４円／日 

  ３６円／日 

  ６６円／日 

  ４２円／日 

  ８１円／日 

  ５４円／日 

  ９９円／日 

  ６３円／日 

最低基準を１人以上上回っていること。 

ユニット型 

配置医師緊急時

対応加算 

（通常の勤務時

間外） 

（早朝・夜間） 

 （深夜） 

 

 

 

３２５円／回 

６５０円／回 

１,３００円／回  

 

 

 

６５０円／回 

１,３００円／回 

２,６００円／回 

 

 

 

９７５円／回 

１，９５０円／回 

３，９００円／回 

当該指定介護老人福祉施設を訪問し入所者

に対し診療を行い、かつ、診療を行った理

由を記録した場合は、診療が行われた時間

が通常の勤務時間外の場合（早朝・夜間・

深夜を除く）は、１回につき、３２５単位 

早朝又は夜間の場合は、１回につき６５０

単位、深夜の場合は、１回につき 1,300 単

位を加算する。ただし看護体制加算Ⅱを算

定していない場合は、算定しない。   



 

 

看護体制加算 

Ⅰロ 

Ⅱロ 

 

 

 

 

 

 

 

４円／日 

８円／日 

 

 

 

   

８円／日 

 １６円／日 

  

１２円／日 

 ２４円／日 

 

①看護職員を常勤換算方法で入所者数が、

２５又はその端数を増すごとに１名配置し

ていること。 

②最低基準を１人以上上回って看護職員を

配置していること。 

③当該施設の看護職員により、２４時間の

連絡体制を確保していること。 

生活機能向上

連携加算

（Ⅰ） 

 

 

生活機能向上

連携加算

（Ⅱ） 

１００円／月 

 

 

 

 

２００円／月 

２００円／月 

 

 

 

 

４００円／月 

３００円／月 

 

 

 

 

６００円／月 

医師又は理学療法士等の助言を受けた上

で、機能訓練指導員等が共同して、利用者又

は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成

し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を

行っていること。 

医師又は理学療法士等が当該施設を訪問

し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又

は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成

し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を

行っていること。 

 

排せつ支援加

算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排せつ支援加

算（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 排せつに介護を要する入所者等に、要

介護状態の軽減の見込みについて、医師又

は看護師が施設入所時・サービス利用開始

時に評価するとともに、少なくとも３月に

１回、評価を行い、その評価結果を厚生労働

省に報告すること。 

ロ イの結果、適切な対応を行うことによ

り、要介護状態の軽減が見込まれる者につ

いて、医師、看護師等が共同して、排せつに

介護を要する原因を分析し、それに基づい

た支援計画を作成し、支援を継続している

こと。 

ハ イの評価に基づき、少なくとも３月に

１回、入所者等ごとに支援計画を見直して

いること。 

（Ⅰ）の要件を満たすとともに、適切な対応

を行うことにより、要介護状態の軽減が見

込まれる者について、施設入所時等と比較

して、排尿、排便の状態の少なくとも一方が

改善するとともに、いずれにも悪化がない

又はおむつ使用ありから使用なしに改善し

ていること。又は施設入所時・利用開始時に

尿道カテーテルが留置されていた者につい

て、尿道カテーテルが抜去されたこと。 



 

 

排せつ支援加

算（Ⅲ） 

 

 

２０円／月 ４０円／月 

 

６０円／月 

 

（Ⅰ）の要件を満たすとともに、適切な対応

を行うことにより、要介護状態の軽減が見

込まれる者について、入所時等と比較して、

排尿、排便の状態の少なくとも一方が改善

するとともに、いずれにも悪化がない又は

施設入所時・利用開始時に尿道カテーテル

が留置されていた者について、尿道カテー

テルが抜去されたこと。かつ、おむつ使用あ

りから使用なしに改善していること。 

 

褥瘡マネジメ

ント加算

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

褥瘡マネジメ

ント加算

（Ⅱ） 

 

 

 

 ３円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３円／月 

 

 ６円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６円／月 

 ９円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３９円／月 

 

イ 入所者ごとに、施設入所時又は利用開

始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥

瘡の発生と関連のあるリスクについて、施

設入所時・サービス開始時に評価し、その後

少なくとも３月に１回評価すること。 

ロ イの確認及び評価の結果等の情報を厚

生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当た

って、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ

有効な実施のために必要な情報を活用して

いること。 

ハ イの確認の結果、褥瘡が認められ、又

は、イの評価の結果、褥瘡が発生するリスク

があるとされた入所者ごとに、医師、看護師

等、その他の職種が共同して褥瘡管理に関

する褥瘡ケア計画を作成していること。 

ニ 褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施す

るとともに、その管理の内容や入所者の状

態について定期的に記録していること。 

ホ イの評価に基づき、少なくとも３月に

１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直し

ていること。 

（Ⅰ）の要件を満たすとともに施設入所時・

サービス利用開始時の評価の結果、褥瘡の

認められた入所者等について、当該褥瘡が

治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスク

があるとされた入所者について、褥瘡の発

生のないこと。 

 

口腔衛生管理

加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 ９０円／月 

 

 

 

 

 

 

１８０円／月 

 

 

 

 

 

 

２７０円／月 

 

 

 

 

 

 

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の

状態に応じた口腔衛生の管理を計画的（歯

科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛

生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る

に技術的助言及び指導を月２回以上実施）

に行った場合 



 

 

口腔衛生管理

加算（Ⅱ） 

１１０円／月 ２２０円／月 ３３０円／月 （Ⅰ）の要件に加え、口腔機能改善管理指導

計画等の情報を厚生労働省に提出している

こと。 

 

サービス提供

体制強化加算 

（Ⅰ） 

 

 

（Ⅱ） 

 

 

（Ⅲ） 

 

 

 

２２円／日 

 

 

１８円／日 

 

 

６円／日 

 

 

４４円／日 

 

 

３６円／日 

 

 

１２円／日 

 

 

６６円／日 

 

 

５４円／日 

 

 

１８円／日 

 

 

介護職員総の数のうち、介護福祉士が 100

分の 80 以上、又は、勤続 10 年以上の介

護福祉士が 100 分の 35 以上であること。 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が 100

分の 60 以上であること。 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が 100

分の 50 以上、又は、看護・介護職員の総

数のうち、常勤職員が 100 分の 75 以上、

又は、勤続年数 7 年以上の常勤職員が 100

分の 30 以上であること。 

（日常生活継続支援加算を算定している

場合は算定しない。） 

 

再入所時栄養

連携加算 

２００円／回 

 

 

 

 

 

 

４００円／回 ６００円／回 厚生労働大臣が定める特別食等を必要とす

る者で、当該指定介護老人福祉施設の管理

栄養士が当該病院又は診療所の栄養管理士

と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策

定した場合に入所者１人につき１回を限度

として所定単位数を加算する。 

 

個別機能訓練

加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

個別機能訓練

加算（Ⅱ） 

 

個別機能訓練

加算（Ⅲ） 

１２円／日 

 

 

 

 

 

 

 

２０円／日 

 

 

２０円／月 

 

２４円／日 

 

 

 

 

 

 

 

４０円／日 

 

 

４０円／月 

 

３６円／日 

 

 

 

 

 

 

 

６０円／日 

 

 

６０円／月 

 

常勤の機能訓練指導員等を１名以上配置し

ていること。 

機能訓練指導員等が共同して利用者ごとの

個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能

訓練を行っていること。 

個別機能訓練を行う場合は、３月ごとに１

回以上利用者に対して個別機能訓練の内容

を説明、記録すること。 

（Ⅰ）を算定している場合であって、か

つ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚

生労働省に提出していること。 

（Ⅱ）を算定していること。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジ 

メント強化加算を算定していること。 

入所者ごとに理学療法士等が個別機能訓練

計画の内容の情報その他個別機能訓練の適

切かつ有効な実施のために必要な情報、入

所者の口腔の健康状態に関する情報及び栄



 

 

養状態に関する情報を相互に共有している

こと。 

共有した情報を踏まえ、必要に応じて別機

能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容

について、理学療法士等の関係職種間で共

有していること。 

 

認知症専門 

ケア加算

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

認知症専門 

ケア加算

（Ⅱ） 

 

３円／日 

 

 

 

 

 

 

 

４円／日 

 

６円／日 

 

 

 

 

 

 

 

８円／日 

 

９円／日 

 

 

 

 

 

 

 

１２円／日 

日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２分

の１以上であること。 

認知症介護実践リーダー研修修了者を日常

生活自立度Ⅲ以上の者が２０名未満の場合

は１名以上、２０名以上の場合は１に、当該

対象者の数が１９を超えて１０又は端数を

増すごとに１を加えて得た数以上配置し、

専門的な認知症ケアを実施していること。 

（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指

導者研修修了者を１名以上配置し、認知症

ケアの指導等を実施していること。 

認知症ケアに関する研修計画を作成、実施

していること。 

 

介護職員等処

遇改善加算 

      Ⅰ 

      Ⅱ 

      Ⅲ 

      Ⅳ 

Ⅴ（1）～Ⅴ（14） 

               

サービス単位の合計×１４．０％ 

サービス単位の合計×１３．６％ 

サービス単位の合計×１１．３％ 

サービス単位の合計× ９．０％ 

サービス単位の合計×１２．４％～４．７％ 

                           

科学的介護推

進体制加算

（Ⅰ） 

科学的介護推

進体制加算

（Ⅱ） 

 

４０円／月 

 

 

５０円／月 

８０円／月 

 

 

１００円／月 

 

１２０円／月 

 

 

１５０円／月 

利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、

認知症の状況等に係る基本的な情報を厚生

労働省に提出していること。 

（Ⅰ）の要件に加え、疾病の状況について

の情報を厚生労働省に提出していること。 

 

ADL 維持加算

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用者等の総数が１０人以上であるこ

と。 

ロ 利用者全員について、利用開始日と当

該月の翌月から起算して６月目において、

Barthel Index を適切に評価できる者が ADL

値を測定し、測定した日が属する月ごとに

厚生労働省に提出していること。 

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目

の月に測定した ADL 値から利用開始月に測

定した ADL 値を控除して得た値に、初月の



 

 

 

 

 

 

 

ADL 維持加算

（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

６０円／月 

 

 

 

 

 

１２０円／月 

 

 

 

 

 

１８０円／月 

 

ADL 値や要介護認定の状況等に応じて一定

の値を加えた ADL 利得（調整済 ADL 利得）

の上位及び下位それぞれ１割の者を除く評

価対象利用者の ADL 利得を平均して得た値

が、１以上であること。 

（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。 

評価対象利用者等の調整済 ADL 利得を平均

して得た値が３以上であること。 

 

自立支援促進

加算 

 

２８０円／月 ５６０円／月 ８４０円／月 イ 医師が自立支援のために必要な医学的

評価を入所時に行うとともに、少なくとも 

３月に１回、医学的評価の見直しを行い、自

立支援計画等の策定等に参加しているこ

と。 

ロ イの結果、特に自立支援の対応が必要

であるとされた者に医師、看護師等、その他

の職種の者が共同して、自立支援に係る支

援計画を策定し、ケアを実施していること。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも

３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直

していること。 

ニ イの医学的評価の結果を厚生労働省に

提出すること。 

 

安全管理体制

加算 

 

２０円／

（入所時に 1

回） 

４０円／（入

所時に 1 回） 

６０円／（入

所時に 1 回） 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施

設内に安全対策部門を設置し、組織的に安

全対策を実施する体制が整備されているこ

と。 

 

特別通院送迎

加算 

 

５９４円／月 1,188 円／月 1,782 円／月 透析を要する入所者であって、家族や病院

等による送迎が困難等やむを得ない事情が

あるものに対して、１月に１２回以上、通

院のため送迎を行った場合 

 

協力医療機関

連携加算 

 

５円／月 

５０円／月 

１０円／月 

１００円／月 

１５円／月 

１５０円／月 

協力医療機関との間で、入所者の同意を得

て入所者の病歴等の情報を共有する会議を

定期的に開催していること。 

下記の①から③の要件を満たす場合１月に

つき、５０単位を加算する。 

①医師が相談対応を行う体制を常時確保し

ている。 

②診療を行う体制を常時確保している。 

③入院を原則として受け入れる体制を確保

している。 



 

 

それ以外の場合は１月につき、５単位を加

算する。 

 

退所時情報提

供加算 

 

２５０円／回 

 

５００円／回 

 

７５０円／回 

 

退所後の医療機関に対して入所者等を紹介

する際、入所者等の同意を得て、心身の状

況、生活歴等の情報を提供した場合に入所

者１人につき１回算定する。 

 

高齢者施設等

感染対策向上

加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者施設等

感染対策向上

加算（Ⅱ） 

 

１０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５円／月 

２０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０円／月 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５円／月 

第二種協定指定医療機関との間で新興感染

症の発生時等の対応を行う体制を確保して

いること。協力医療機関との間で一般的な

感染症の発生時等の対応を取り決めるとと

もに、協力医療機関と連携し適切に対応し

ていること。感染対策向上加算又は外来感

染対策向上加算に係る届出を行った医療機

関又は地域の医師会が定期的に行う院内感

染対策に関する研修又は訓練に１年に１回

以上参加していること。 

感染対策向上加算に係る届出を行った医療

機関から３年に１回以上施設内で感染者が

発生した場合の感染制御等に係る実地指導

を受けていること。 

 

新興感染症等

施設療養費 

 

 

 

 

 

 

２４０円／日 

 

 

 

 

 

 

４８０円／日 

 

 

 

 

 

 

 

７２０円／日 

 

 

 

 

 

 

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染

症に感染した場合に相談対応、診療、入院調

整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感

染症に感染した入所者等に対し、適切な感

染対策を行った上で、該当する介護サービ

スを行った場合に１月に１回、連続する５

日を限度に算定する。 

 



 

 

認知症チーム

ケア推進加算 

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症チーム

ケア推進加算 

（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

１５０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２０円／月 

３００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４０円／月 

４５０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６０円／月 

（１）認知症の者の占める割合が入所者総

数の 2 分の 1 以上であること。 

（２）認知症介護の指導に係る専門的な研

修を修了している者又は認知症介護に係る

専門的な研修及び認知症の行動・心理症状

の予防等に資するケアプログラムを含んだ

研修を修了した者を 1 名以上配置し、かつ

複数人の介護職員から成る認知症の行動・

心理症状に対応するチームを組んでいるこ

と。 

（３）個別に認知症の行動・心理症状の評価

を計画的に行い、認知症の行動・心理症状の

予防に資するチームケアを実施しているこ

と。 

（４）認知症の行動・心理症状の予防に資す

る認知症ケアについて、カンファレンスの

開催、計画の策定、定期的な評価、ケアの振

り返り、計画の見直し等を行っていること。 

加算（Ⅰ）の（１）、（３）及び（４）に掲げ

る基準に適合すること。 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する

認知症介護に係る専門的な研修を修了して

いる者を 1 名以上配置し、かつ複数人の介

護職員から成る認知症の行動・心理症状に

対応するチームを組んでいること。 

 

退所時栄養情

報連携加算 

 

７０円／回 

 

１４０円／回 

 

２１０円／回 

 

厚生労働大臣が定める特別食を必要とする

入所者又は低栄養状態にあると医師が判断

した入所者を対象とする。 

管理栄養士が退所先の医療機関に対して、

当該者の栄養管理に関する情報を提供す

る。 

1 月につき 1 回を限度として所定単位数を

算定する。 

 

生産性向上推

進体制加算 

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

１００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

３００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータによ

り業務改善の取組による成果が確認されて

いること。 

見守り機器等テクノロジーを複数導入して

いること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取組によ

る効果を示すデータの提出を行うこと。 

 

 



 

 

生産性向上推

進体制加算 

（Ⅱ） 

 

１０円／月 

 

２０円／月 

 

３０円／月 

 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の開催や必要な安全対策

を講じた上で、生産性向上ガイドラインに

基づく改善活動を継続的に行っているこ

と。 

見守り機器等のテクノロジーを一つ以上導

入していること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取組によ

る効果を示すデータの提出を行うこと。 

 

※利用者負担金の割合は、市町村から交付される負担割合証によります。 

※各種加算については、要件を満たしたもののみ加算します。 

 

 

（３）介護保険給付対象外サービス 

  食費・居住費に係る利用者負担限度額                 （単位：円／日） 

利 用 者 負 担 段 階 居住区分 居住費 食 費 

下記以外の方 第４段階 ユニット型個室 ２,０６６ １,４４５ 

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税 

非
課
税
者 

②課税年金収入額と合計所得

金額の合計が１２０万円を超

える方 
第３段階 ユニット型個室 １,３７０ 

１,３６０  
①課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円を超え 

１２０万円以下の方 

６５０ 

課税年金収入額と合計所得金

額の合計が８０万円以下の方 
第２段階 ユニット型個室 ８８０ ３９０ 

老齢福祉年金受給者 
第１段階 ユニット型個室 ８８０ ３００ 

生活保護受給者 

※食費・居住費は、利用者及び家族の収入により自己負担金が変わります。 

 

 

（４）その他の料金 

料 金 の 種 類 金   額 内   容   等 

理美容代 ２,０００円／１回 ６０日前後の間隔で施設内において実施 ※パーマ、染めは別 

レクリエーション参加

による料金 
実 費 外出行事、外食等 

特別な食事 実 費 ご希望に応じ特別な食事の提供 

複写物の交付  ２０円／１枚 サービス記録等の複写物を必要とする場合 

電気料金  各２０円／日 持ち込みされる TV、ラジオ、電気毛布、電気あんか等 
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特別養護老人ホーム「楽聚」指定短期入所生活介護事業運営規程 

 

 （目的） 

第１条 社会福祉法人松井田福祉会が運営する特別養護老人ホーム「楽聚」（以下「施設」と

いう。）が行う指定短期入所生活介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保

するために人員及び運営に関する事項を定め、施設で指定短期入所生活介護の提供に当たる

従業者（以下「従業者」という。）が、利用者に対し、適正な指定短期入所生活介護を提供

することを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図るものとする。 

 

 （利用定員） 

第３条 利用定員は、１０名とする。 

 

  (従業者の職種、員数及び職務内容) 

第４条 事業に従事する従業者は、特別養護老人ホームの従業者と兼務するものとし、職種、 

 員数及び職務内容は次のとおりとする。 

一 管理者 １名(併設特別養護老人ホームの施設長と兼務) 

 管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なうものとする。 

二 従業者 嘱託医師 ２名 

生活相談員 社会福祉主事 １名(常勤) 介護支援専門員 １名（常勤） 

看護職員 看護師 ５名(常勤４・非常勤１名) 

介護職員 ２２名(常勤１８名、非常勤４名) 

栄養士 １名 

機能訓練指導員 看護師 １名(看護職員と兼務) 

 従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たる。 

三 事務職員 ４名(常勤職員) 

 事務職員は、必要な事務を行う。 

 

 （内容及び手続きの説明及び同意等） 

第５条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、正当な理由なく指定短期入所生活介護の提供を拒んでは

ならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の通常の事業の実施地

域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定短期入所生活介護を提供することが困難で

あると認めた場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定短期 
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入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。 

  

 （受給資格の確認） 

第６条 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護の提供を求められた場合

には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介

護認定等の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会の意見が記載されてい

るときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定短期入所生活介護を提供するように努める

ものとする。 

 

 （心身の状況等の把握） 

第７条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めるものとする。 

 

 （指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第８条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾

病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等

を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期

入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了

後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要

な援助に努めるものとする。 

 

 （サービスの提供の記録） 

第９条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護を提供した際には、提供した

具体的なサービスの内容を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の

交付その他適切な方法によりその情報を利用者に対して提供するものとする。 

 

 （指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第１０条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止になる

よう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に

行うものとする。 

２ 従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者が生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その

他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
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 （短期入所生活介護計画） 

第１１条 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者につい

ては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活

介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮し

て、他の従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成するものとする。 

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内

容に沿って作成するものとする。 

３ 管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその

家族に対して説明し、利用者の同意を得るものとする。 

４ 管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付するものと

する。 

 

 （介護） 

第１２条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、次の各号に掲げる事項を適切な技術をもって行うものとする。 

 一 １週間に２回以上、適切な方法による入浴の機会の提供（入浴がさせられないときは清

拭） 

 二 排泄の自立についての必要な支援 

 三 おむつを使用せざるを得ない利用者について排泄の自立を図りつつ、そのおむつ   

の適切な取り替え 

 四 離床、着替え、整容等の日常生活上の行為の適切な支援 

 

 （食事の提供） 

第１３条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況を考慮した食事

を、適切な時間に提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを

支援するものとする。 

 

 （機能訓練） 

第１４条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身状況等を踏まえ、日常生活を送る上

で必要な生活機能の改善、又は維持のための機能訓練を行うものとする。 

 

 （健康管理） 

第１５条 医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のた

めの適切な措置をとらなければならない。 

２ 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又

はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じるものとする。 

 

 （相談及び援助） 

第１６条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必

要な助言その他の援助を行うものとする。 



 

4 

 

 （その他のサービスの提供） 

第１７条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のため

のレクリエーション行事を行うものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めるものとす

る。 

 

 （利用料等の受領） 

第１８条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生

活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護

に係る居宅サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介

護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の

額の支払いを利用者から受けることができる。 

 一 食事の提供に要する費用 

 二 滞在に要する費用 

 三 利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

 四 利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

 五 通常の送迎の実施地域を超えて行う送迎の費用 

 六 理美容代 

 七 その他指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認めら

れるもの 

３ 前項第七号に規定する便宜の具体的な内容及び前項各号に掲げる事項の具体的な費用に

ついては、管理者が別に定める。 

４ 第２項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族

に対し、当該サービスの内容及び費用について文書により説明を行い、利用者の同意を得る

ものとする。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理サービスに該当しない指定短期入所生活介護に

係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定短期入所生活介護の内容、費用の額、そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するもの

とする。 

 

 （通常の送迎の実施地域） 

第１９条 通常の送迎の実施地域は、安中市の区域とする。 

 

 （非常災害対策） 

第２０条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくととも

に、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

 （虐待防止の対応）  

第２１条  施設は、虐待又は虐待が疑われる事案の発生を防止するため、次の各号に

定める措置を講ずるものとする。  

 一  虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置及び、従業者に対する研修の

実施  
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 二  施設が整備した虐待防止のための指針の策定  

 三  虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置  

 

（秘密の保持等） 

第２２条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。このことは、退職者についても同様であるものとする。退職者に対する

秘密の保持に関する措置については、別に定める。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておくものとする。 

 

 （苦情等への対応） 

第２３条 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期入所生活介護に係る利用者及び

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じるものとする。 

２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者及びその家族からの苦情に関して市町村及び国民

健康保険団体連合会が実施する調査等に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には

必要な改善を行うものとする。 

 

 （事故発生時の対応） 

第２４条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供によ

り事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業

者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について

記録するものとする。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（衛生管理等） 

第２５条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正

に行うこととする。 

２ 施設は、入所者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒の発生又はまん

延の防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

 一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

 二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

 三 介護職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修の実施 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２６条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 
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２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

 

（ハラスメント対策） 

第２７条 施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的 

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも 

のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置 

を講じるものとする。 

 

 （改正） 

第２８条 この規程の改正は、理事会の議決により行う。 

 

附則 

この規程は、平成２４年６月８日から施行適用する。 

   附則 

   この規程は、平成２５年１２月１３日から施行適用する。 

   附則 

   この規程は、平成２６年４月１日から施行適用する。 

   附 則 

   この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

   この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附 則 

   この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

   この規程は、平成３１年３月１８日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和６年８月１日から施行する。 
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附 則 

   この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

   この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第１８条関係）                             

１、利用者負担金 

（１）指定短期入所生活介護費 

区分 項  目 
金    額 

備     考 
    １割負担 ２割負担 ３割負担 

基本料金 

要介護１    ７０４円／日 １，４０８円／日 ２，１１２円／日 

ユニットケア体制 

要介護２    ７７２円／日 １，５４４円／日 ２，３１６円／日 

要介護３    ８４７円／日 １，６９４円／日 ２，５４１円／日 

要介護４    ９１８円／日 １，８３６円／日 ２，７５４円／日 

要介護５    ９８７円／日 １，９７４円／日 ２，９６１円／日 

  

（２）上記以外の介護保険給付対象サービス費 

各種加算 
金    額 

加 算 条 件 
 １割負担  ２割負担  ３割負担 

送迎加算（片

道） 

１８４円／日 ３６８円／日 ５５２円／日 送迎が必要と認められる利用者に対し

て、その居宅と施設との間の送迎を行っ

た場合、片道につき左記金額を加算 

看護体制加算Ⅰ 

看護体制加算Ⅱ 

看護体制加算Ⅲイ

看護体制加算Ⅲロ

看護体制加算Ⅳイ

看護体制加算Ⅳロ 

  ４円／日 

   ８円／日 

１２円／日 

６円／日

２３円／日 

１３円／日 

  ８円／日 

 １６円／日 

 ２４円／日 

１２円／日 

４６円／日 

２６円／日 

 １２円／日 

 ２４円／日 

 ３６円／日 

１８円／日 

６９円／日 

 ３９円／日  

①看護職員を常勤換算方法で、入所者数

２５又はその端数を増すごとに１名以上

配置していること。 

②当該事業所の看護体制により、２４時

間の連絡体制を確保していること。 

夜勤職員配置加算Ⅰ 

夜勤職員配置加算Ⅱ 

夜勤職員配置加算Ⅲ 

夜勤職員配置加算Ⅳ 

 １３円／日 

 １８円／日 

 １５円／日 

 ２０円／日 

  ２６円／日 

 ３６円／日 

 ３０円／日 

 ４０円／日 

 ３９円／日 

 ５４円／日 

 ４５円／日 

 ６０円／日 

最低基準を１人以上上回っていること。 

ユニット型 

サービス提供体

制強化加算 

（Ⅰ） 

 

 

 

（Ⅱ） 

 

 

（Ⅲ） 

 

 

 

２２円／日 

 

 

 

１８円／日 

 

 

６円／日 

 

 

４４円／日 

 

 

 

３６円／日 

 

 

１２円／日 

 

 

６６円／日 

 

 

 

５４円／日 

 

 

１８円／日 

 

 

介護職員総の数のうち、介護福祉士が

100 分の 80 以上、又は、勤続 10 年以上

の介護福祉士が 100 分の 35 以上である

こと。 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が

100分の 60以上であること。 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が

100分の 50以上、又は、看護・介護職員

の総数のうち、常勤職員が 100分の 75以

上、又は、勤続年数 7 年以上の常勤職員

が 100分の 30以上であること。 

 



認知症専門 

ケア加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

認知症専門 

ケア加算（Ⅱ） 

 

３円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

４円／日 

 

６円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

８円／日 

 

９円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２円／日 

日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２

分の１以上であること。 

認知症介護実践リーダー研修修了者を日

常生活自立度Ⅲ以上の者が２０名未満の

場合は１名以上、２０名以上の場合は１

に、当該対象者の数が１９を超えて１０

又は端数を増すごとに１を加えて得た数

以上配置し、専門的な認知症ケアを実施

していること。 

（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介

護指導者研修修了者を１名以上配置し、

認知症ケアの指導等を実施しているこ

と。 

認知症ケアに関する研修計画を作成、実

施していること。 

 

生活機能向上 

連携加算（Ⅰ） 

 

 

 

生活機能向上 

連携加算（Ⅱ） 

１００円／月 

 

 

 

 

２００円／月 

２００円／月 

 

 

 

 

４００円／月 

３００円／月 

 

 

 

 

６００円／月 

医師又は理学療法士等の助言を受けた上

で、機能訓練指導員等が共同して、利用

者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を

作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行っていること。 

医師又は理学療法士等が当該施設を訪問

し、機能訓練指導員等と共同して、利用

者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を

作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行っていること。 

緊急短期入所 

受入加算 

９０円／日 １８０円／日 ２７０円／日 緊急に短期入所生活介護を行った日から 

原則として、７日以内（適切な方策が立 

てられない場合は１４日）を限度として 

左記金額を加算 

介護職員等処遇改善加算  

       Ⅰ 

       Ⅱ 

       Ⅲ 

  Ⅳ 

Ⅴ（1）～Ⅴ（14） 

 

サービス単位の合計×１４．０％ 

サービス単位の合計×１３．６％ 

サービス単位の合計×１１．３％ 

サービス単位の合計× ９．０％ 

サービス単位の合計×１２．４％～４．７％ 

 

 

 



生産性向上推進

体制加算 

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

生産性向上推進

体制加算 

（Ⅱ） 

 

１００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０円／月 

 

２００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０円／月 

 

３００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータに

より業務改善の取組による成果が確認さ

れていること。 

見守り機器等テクノロジーを複数導入し

ていること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取組に

よる効果を示すデータの提出を行うこ

と。 

 

利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の開催や必要な安

全対策を講じた上で、生産性向上ガイド

ラインに基づく改善活動を継続的に行っ

ていること。 

見守り機器等のテクノロジーを一つ以上

導入していること。 

１年以内ごとに１回、業務改善の取組に

よる効果を示すデータの提出を行うこ

と。 

 

看取り連携体制 

加算 

６４円／日 １２８円／日 １９２円／日 看取り期における対応方針を定め、利用

者又は家族に対し、同意を得て看取り介

護を行った場合、死亡日及び死亡日以前

３０日以下について、７日間を限度に所

定単位数を加算する。 

 

口腔連携強化 

加算 

５０円／回 １００円／回 １５０円／回 従業者が口腔の健康状態の評価を実施し

た場合において、利用者の同意を得て歯

科医療期間及び介護支援専門員に評価結

果を情報提供した場合に、１月に１回に

限り所定単位数を加算する。 

従業者からの相談に対して、歯科医師又

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が

相談等に対応する体制を確保しているこ

と。 

 

※利用者負担金の割合は、市町村から交付される負担割合証によります。 

※各種加算については、要件を満たしたもののみ加算します。 

 

 

 

 



（３）介護保険給付対象外サービス                   （単位：円／日）       

利 用 者 負 担 段 階 居住区分 滞在費 食 費 

下記以外の方 第４段階 ユニット型個室 ２,０６６ １,４４５ 

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税 

非
課
税
者 

②課税年金収入額と合計所得

金額の合計が１２０万円を超

える方 
第３段階 ユニット型個室 １,３７０ 

１,３００ 

①課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円を超え

１２０万円以下の方 

１,０００ 

課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円以下

の方 

第２段階 ユニット型個室 ８８０ ６００ 

老齢福祉年金受給者 

第１段階 ユニット型個室 ８８０ 

 

３００ 

生活保護受給者 

食費内容：朝食 ４０２円 昼食 ６２１円 夕食 ４２２円 

ただし、介護保険負担限度額認定証を提出して頂いた方は、食費の上限が上記表のようになりま

す。 

 

（４）その他の料金 

料 金 の 種 類 金   額 内   容   等 

理美容代 ２,０００円／１回 ６０日前後の間隔で施設内において実施 

レクリエーション参加

による料金 
実 費 外出行事、外食等 

特別な食事 実 費 ご希望に応じ特別な食事の提供 

複写物の交付  ２０円／１枚 サービス記録等の複写物を必要とする場合 

電気料金  各２０円／日 持ち込みされる TV、ラジオ、電気毛布、電気あんか等 
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特別養護老人ホーム｢楽聚｣指定介護予防短期入所生活介護事業運営規程 

 

 （目的） 

第１条 社会福祉法人松井田福祉会が運営する特別養護老人ホーム｢楽聚｣（以下「施設」   

 という。）が行う指定介護予防短期入所生活介護の事業（以下「事業」という。）の適正 

 な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設で指定介護予防短 

 期入所生活介護（以下「介護予防」という。）の提供にあたる者（以下「従業者」という。） 

 が、要支援状態にある高齢者（以下「要支援者」という。）に対し、適正な介護予防を提 

 供することを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条 従業者は、要支援状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その居宅において 

 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴，排泄、食事等の介 

 護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並 

 びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

 

 （利用定員） 

第３条 利用定員は、１０名とする。 

 

 （従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業に従事する従業者は、特別養護老人ホームの従業者が兼務するものとし、職 

種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

一 管理者 １名（併設特別養護老人ホーム施設長と兼務） 

    管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

二 従業者 嘱託医師 ２名 

       生活相談員 １名（常勤） 介護支援専門員 １名（常勤） 

       看護職員  ５名（常勤４名・非常勤１名） 

       介護職員 ２２名（常勤１８名・非常勤４名） 

       栄養士   １名 

       機能訓練指導員  看護師 １名（看護職員と兼務） 

    従業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供にあたる。 

三 事務職員 ４名（常勤職員） 

    事務職員は、必要な事務を行う。 

 

 （内容及び手続きの説明及び同意等） 

第５条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供 
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の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者 

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記 

した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の 

同意を得るものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防短期入所生活 

 介護の提供を拒んではならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所 

 の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防短期入    

 所生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用者に係る居宅介護支 

 援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防短期入所生活介護事業者等の紹介その他の 

 必要な措置を速やかに講じるものとする。 

 

  （受給資格の確認） 

第６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護の   

  提供を求められた場合には、その者の提示する被保険証によって、被保険証者資格、要  

 介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の被保険証に、認定審査会の意見が記     

 載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防短期入所生活介護  

 を提供するように努めるものとする。 

 

 （心身の状況等の把握） 

第７条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供 

 に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通 

じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めるものとする。 

 

 （指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了） 

第８条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは 

その家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神 

的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある 

者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービ 

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介

護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サ

ービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとする。 
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 （サービスの提供の記録） 

第９条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護を提供

した具体的なサービスの内容を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法によりその情報を利用者に対して提供するものとする。 

 

 （指定介護予防短期入所生活介護の取扱方針） 

第１０条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の要支援状態の軽減又は悪化 

の防止になるよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な

援助を妥当適切に行うものとする。 

２ 従業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行うものとする。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当 

たっては、当該利用者又は他の利用者が生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その 

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

 

 （介護予防短期入所生活介護計画） 

第１１条 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者に    

 ついては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定介護  

 予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービ 

 スの継続性に配慮して、他の従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成する 

 ための具体的なサービスの内容等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成する 

 ものとする。 

２ 介護予防短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、 

 当該計画の内容に沿って作成するものとする。 

３ 管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利 

 用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るものとする。 

４ 管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交 

 付するものとする。 

 

 （介護） 

第１２条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に 

 資するよう、次の各号に掲げる事項を適切な技術を持って行うものとする。 



4 

 

 一 一週間に２回以上、適切な方法による入浴の機会の提供（入浴がさせられないとき 

は清拭） 

二 排泄の自立についての必要な支援 

三 おむつを使用せざるを得ない利用者について排泄の自立を図りつつ、そのおむつの 

  適切な取り替え  

 四 離床、着替え、整容等の日常生活上の行為の適切な支援 

 

 （食事の提供） 

第１３条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況を考 

 慮した食事を、適切な時間に提供するものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事 

 をとることを支援するものとする。 

 

 （機能訓練） 

第１４条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身状況等を踏まえ、日常 

 生活を送る上で必要な生活機能の改善、又は維持のための機能訓練を行うものとする。 

 

 （健康管理） 

第１５条 医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持 

 のための適切な措置を取らなければならない。 

２ 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医  

 師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡 

 を行う等の必要な措置を講じるものとする。 

 

 （相談及び援助） 

第１６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置か   

 れている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応 

 じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。 

 

 （その他のサービスの提供） 

第１７条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜 

 利用者のためのレクリエーション行事を行うものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努め 

 るものとする。 

 

 



5 

 

 （利用料等） 

第１８条 利用料の額は、別表のとおりとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護   

 予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指 

 定介護予防短期入所生活介護に係る居宅サービス費用基準額から当該指定介護予防短期 

 入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを 

 受けるものとする。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号 

 に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。 

一 食事の提供に要する費用 

二 滞在に要する費用 

三 利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 通常の送迎の実施地域を超えて行う送迎の費用 

六 理美容代 

七 その他指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活に    

 おいても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適 

 当であると認められるもの 

４ 前項第七号に規定する便宜の具体的な内容及び前項各号に掲げる事項の具体的な費用 

 については、管理者が別に定める。 

５ 第２項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその   

 家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書により説明を行い、利用者の同 

 意を得るものとする。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理サービスに該当しない指定介護予   

 防短期入所生活介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定介護予防短期 

 入所生活介護の内容、費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供 

 証明書を利用者に対して交付するものとする。 

 

 （通常の送迎の実施区域） 

第１９条 通常の送迎の実施区域は、安中市の区域とする。 

 

 （非常災害対策） 

第２０条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て  

 ておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う 

 ものとする。 
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 （虐待防止の対応） 

第２１条 施設は、虐待又は虐待が疑われる事案の発生を防止するため、次の各号

に定める措置を講ずるものとする。 

 一 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置及び、従業者に対する研修

の実施 

 二 施設が整備した虐待防止のための指針の策定 

 三 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

（秘密の保持等） 

第２２条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密  

 を漏らしてはならない。このことは、退職者についても同様であるものとする。退職者  

 に対する秘密の保持に関する措置については、別に定める。 

２ 指定予防介護短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の   

 個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該 

 家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。 

 

 （苦情等への対応） 

第２３条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、提供した指定介護予防短期入所生活  

 介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受 

 け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。 

２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者及びその家族からの苦情に関して市  

 町村及び国民健康保険団体連合会が実施する調査等に協力するとともに、指導又は助言 

 を受けた場合には必要な改善を行うものとする。 

 

 （事故発生時の対応） 

第２４条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入  

 所生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用 

 者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった 

 処置について記録するものとする。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活   

 介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとす 

 る。 
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（衛生管理等） 

第２５条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管

理を適正に行うこととする。 

２ 施設は、入所者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒の発生又は

まん延の防止を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

 一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

 二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

 三 介護職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修の実施 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２６条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるも

のとする。 

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するものとする。 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

 

（ハラスメント対策） 

第２７条 施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性 

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え 

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要 

な措置を講じるものとする。 

 

 （改正） 

第２８条 この規程の改正は、理事会の議決により行う。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年６月８日より施行する。 

   附 則     

 この規程は、平成２７年１０月１日より施行適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この規程は、平成３１年３月１８日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第１８条関係）                           

１、利用者負担金 

（１）指定介護予防短期入所生活介護費 

区分 項 目 
金     額 備  考 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

ユニットケア体制 
基本料金 

要支援１  ５２９円／日 １,０５８円／日 １，５８７円／日 

要支援２  ６５６円／日 １,３１２円／日 １，９６８円／日 

 

（２）上記以外の介護保険給付対象サービス費 

各種加算 
    金    額 

加 算 条 件 
１割負担 ２割負担 ３割負担 

送迎加算(片道) １８４円／日 ３６８円／日 ５５２円／日 送迎が必要と認められる利用者に対し

て、その居宅と施設との間の送迎を行っ

た場合、片道につき左記金額を加算 

サービス提供

体制強化加算 

（Ⅰ） 

 

 

（Ⅱ） 

 

 

（Ⅲ） 

 

 

 

２２円／日 

 

 

１８円／日 

 

 

６円／日 

 

 

４４円／日 

 

 

３６円／日 

 

 

１２円／日 

 

 

６６円／日 

 

 

５４円／日 

 

 

１８円／日 

 

 

介護職員総の数のうち、介護福祉士が 100

分の 80 以上、又は、勤続 10 年以上の介

護福祉士が 100分の 35以上であること。 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が 100

分の 60以上であること。 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士が 100

分の 50以上、又は、看護・介護職員の総

数のうち、常勤職員が 100分の 75以上、

又は、勤続年数 7年以上の常勤職員が 100

分の 30以上であること。 

認知症専門 

ケア加算

（Ⅰ） 

 

３円／日 

 

６円／日 

 

９円／日 

 

日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２

分の１以上であること。 

認知症介護実践リーダー研修修了者を日

常生活自立度Ⅲ以上の者が２０名未満の

場合は１名以上、２０名以上の場合は１

に、当該対象者の数が１９を超えて１０

又は端数を増すごとに１を加えて得た数 



 

 

認知症専門 

ケア加算

（Ⅱ） 

 

 

 

４円／日 

 

 

 

８円／日 

 

 

 

１２円／日 

以上配置し、専門的な認知症ケアを実施

していること。 

（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介

護指導者研修修了者を１名以上配置し、

認知症ケアの指導等を実施しているこ

と。 

認知症ケアに関する研修計画を作成、実

施していること。 

生活機能向上 

連携加算（Ⅰ） 

 

 

 

生活機能向上 

連携加算

（Ⅱ） 

１００円／月 

 

 

 

 

２００円／月 

２００円／月 

 

 

 

 

４００円／月 

３００円／月 

 

 

 

 

６００円／月 

医師又は理学療法士等の助言を受けた上

で、機能訓練指導員等が共同して、利用

者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を

作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行っていること。 

医師又は理学療法士等が当該施設を訪問

し、機能訓練指導員等と共同して、利用

者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を

作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行っていること。 

 

介護職員処遇改善加算  

         Ⅰ   

          Ⅱ 

       Ⅲ 

  Ⅳ 

Ⅴ（1）～Ⅴ（14） 

サービス単位の合計×１４．０％ 

サービス単位の合計×１３．６％ 

サービス単位の合計×１１．３％ 

サービス単位の合計×９．０％ 

サービス単位の合計×１２．４％～４．７％ 

 

※利用者負担金の割合は、市町村から交付される負担割合証によります。 

※各種加算については、要件を満たしたもののみ加算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （３）介護保険給付対象外サービス                            （単位：円／日） 

利 用 者 負 担 段 階 居住区分 滞在費 食 費 

下記以外の方 第４段階 ユニット型個室 ２,０６６  １,４４５ 

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税 

非
課
税
者 

 

②課税年金収入額と合計所得

金額の合計が１２０万円を超

える方 
 

第３段階 

 

 

ユニット型個室 

 

 

１,３７０ 

 

 

 １,３００ 

 

①課税年金収入額と合計所得

金額の合計が８０万円を超え 

１２０万円以下の方 

１,０００ 

課税年金収入額と合計所 

得金額の合計が８０万円以 

下の方 

 

第２段階 

 

 

ユニット型個室 

 

 

    ８８０ 

 

 

   ６００ 

 

老齢福祉年金受給者  

第１段階 

ユニット型個室 

 

８８０ 

 

３００ 

 生活保護受給者 

食事内容：朝食 ４０２円 昼食 ６２１円 夕食 ４２２円 

ただし、介護保険負担限度額認定証を提出して頂いた方は、食費の上限が上記表のようになりま 

す。 

 

（４）その他の料金 

料 金 の 種 類 金  額        内   容   等 

理美容代 ２,０００円／１回 ６０日前後の間隔で施設内において実施 

レクリエーション 

参加による料金 
実  費 外出行事、外食等 

特別な食事 実  費 ご希望に応じ特別な食事の提供 

複写物の交付 ２０円／１枚 サービス記録等の複写物を必要とする場合 

電気料金  各２０円／日 持ち込みされるＴＶ，ラジオ、電気毛布、電気あんか等 

 

 



 デイサービスセンター「楽聚」通所介護事業運営規程      

 

 (事業目的) 

  第１条 社会福祉法人松井田福祉会が開設するデイサービスセンター「楽聚」(以下｢センター｣と 

    いう。)が行なう指定通所介護事業(以下｢事業｣という。)の適正な運営を確保するために人員及 

     び管理運営に関する事項を定め、センターで指定通所介護の提供に当たる者(以下｢従業者｣とい 

     う。)が、要介護状態にある高齢者(以下｢要介護者等｣という。)に対し、適正な指定通所介護を 

     提供することを目的とする。 

 

  (運営方針) 

 第２条 センターの従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立し 

   た日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行なうことにより、利用者の社 

   会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図 

  るものとする。 

 

 (事業所の名称等) 

 第３条 事業を行なうセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。 

一 名 称 デイサービスセンター 「楽聚」 

二 所在地 安中市松井田町二軒在家７７６番地１ 

 

 (従業者の職種、員数及び職務内容) 

 第４条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

   一 管理者 １名(常勤職員、併設特別養護老人ホームの施設長と兼務) 

   二 従業者 生活相談員１名 社会福祉主事１名(常勤)副生活相談員 介護福祉士１名(常勤) 

      看護職員 （准）看護師 ３名(常勤１名・非常勤２名) 

      介護職員 ６名(常勤４名、非常勤２名) 

      機能訓練指導員 看護師 １名（常勤１名） 

   従業者は、指定通所介護の提供に当たる。 

  三 事務職員 ４名(常勤職員、兼務) 

   事務職員は、必要な事務を行なう。 

 

 (営業日及び営業時間) 

 第５条 センターの営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 

   一 営業日 月曜から土曜日までとする。ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

   二 営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

   三 サービス提供時間 午前８時４５分から午後４時１５分までとする。 

 

 (利用定員) 

 第６条 利用定員は、３０名とする。 

 

  (通所介護の内容) 

 第７条 指定通所介護の内容は、次のとおりとする。 

一 生活指導(相談援助等) 

二 機能訓練(日常動作訓練) 

三 介護サービス 

四 介護方法の指導(家族介護者教室) 

五 健康状態の確認 

六 送迎 

七 給食サービス 

八 入浴サービス 

九 その他利用者に対する便宜の提供 



 (利用料等) 

 第８条 指定通所介護を提供したときの利用の額(別表)は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上 

   の額とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち、各利用者の 

  負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 

 ２ 通所介護にかかる食費については、次の額を徴収する。 

  （１）昼食  ６００円 

 ３ その他日常生活に於いて通常必要となる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費 

   用については実費を徴収する。 

   ４ 第１項から第３項までの費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して、事前に 

    文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)を受けることとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

 第９条 通常の事業の実施地域は、安中市の区域とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項) 

 第１０条 利用者は、指定通所介護の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければなら 

   ない。 

   一 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。 

   二 機能訓練室を利用する際には、指導員の指導に従う。 

   三 浴室を利用する際には、介護員の指示に従い清潔の保持及び事故防止に協力すること。  

   四 第１２条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。 

 

（緊急時における対応方法) 

 第１１条 従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、 

速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 

 

（非常災害対策) 

 第１２条 従業者は、常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 

 ２ 管理者は、防火管理者を選任する。 

 ３ 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。 

 ４ 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、センターはこの計画に基づき、 

   毎年２回の避難及び救出その他必要な訓練を行なう。 

 

（虐待防止の対応） 

第１３条 事業所は、虐待又は虐待が疑われる事案の発生を防止するため、次の各号に 

定める措置を講ずるものとする。 

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置及び従業者に対する研修の実施 

二 施設が整備した虐待防止のための指針の策定 

三 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

 

（事故発生時の対応） 

第１４条 事業所は、指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、 

介護支援専門員、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。 

３ 事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠 

償を速やかに行うものとする。 

 

（業務継続計画の策定等）  

第１５条  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定通所介護の提供を継 

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続 

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。  

２  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定 



期的に実施するものとする。  

３  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うも 

のとする。 

 

（衛生管理等） 

第１６条  利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理 

に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。  

２ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるもの 

とする。  

一  感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 

二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

三  従業者に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修の実施 

 

（身体拘束の原則禁止）  

第１７条  事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）は行わない。 

２ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間 

等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを 

得ない理由など必要な事項を記録するものとする。 

 

（苦情処理等） 

第１８条 事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情等に迅速かつ

適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。 

２ 事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。 

 

（地域との連携） 

第１９条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。 

 

 (研修の機会の確保) 

第２０条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、 

又、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修  採用後３カ月以内 

（２）継続研修   年２回以上 

  

（個人情報の保護） 

    第２１条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

    ２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者 

でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

    

（ハラスメント対策） 

第２２条 事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性 

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ 

るものとする。 

 

（その他の運営に関する事項） 

第２３条 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存する 

ものとする。 

２ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人松井田福祉会と事業所 

の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 



 

 

附則 

  この規程は、平成２４年６月１１日から施行する。 

 附則 

  この規程は、平成２６年２月１日から施行する。 

 附則 

  この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則   

    この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

    この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附 則 

    この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この規程は、平成３１年３月１８日から施行する。 

 附 則 

  この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

 附 則 

  この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第８条関係）                               

１、指定通所介護を利用する場合 

（１）指定通所介護費 

区分 項   目 

所要時間７時間以上８時間未満 

金     額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

基
本
料
金 

要介護 １   ６５８円／日 １，３１６円／日 １，９７４円／日 

要介護 ２    ７７７円／日 １，５５４円／日 ２，３３１円／日 

要介護 ３    ９００円／日 １，８００円／日 ２，７００円／日 

要介護 ４ １，０２３円／日 ２，０４６円／日 ３，０６９円／日 

要介護 ５ １，１４８円／日 ２，２９６円／日 ３，４４４円／日 

 

各種加算 
金     額 

加 算 条 件 
１割負担 ２割負担 ３割負担 

入浴介助加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

入浴介助加算（Ⅱ） 

 

４０円／日 

 

 

 

 

５５円／日 

８０円／日 

 

 

 

 

１１０円／日 

１２０円／日 

 

 

 

 

１６５円／日 

入浴介助を行う人員及び設備を有

し、入浴中に利用者の観察を含む介

助を行う場合 

入浴介助を行う職員に対し、入浴介

助に関する研修等を行うこと。 

（Ⅰ）の要件に加えて、医師等が利用

者の居宅を訪問し、浴室の環境を評

価していること。利用者の居宅の浴

室が、入浴を行うことが難しい環境

にある場合は、訪問した医師等が介

護支援専門員・福祉用具専門相談員

と連携し、福祉用具の貸与・購入・住

宅改修等の浴室の環境整備に係る助

言を行うこと。ただし、医師等による

訪問が困難な場合には、医師等の指

示の下、介護職員が利用者の居宅を

訪問し、情報通信機器等を活用して

把握した浴室の環境を踏まえ、医師

等が評価・助言を行っても差し支え

ない。 

機能訓練指導員等が共同して、医師

等と連携の下で、利用者の居宅の浴

室の環境等を踏まえた個別の入浴計

画を作成すること。ただし、個別の入



浴計画に相当する内容を通所介護計

画に記載することをもって個別の入

浴計画の作成に代えることができ

る。 

上記の入浴計画に基づき、個浴又は

利用者の居宅の状況に近い環境で、

入浴介助を行うこと。  

栄養改善加算 

 

 

２００円／回 ４００円／回 ６００円／回 管理栄養士を１名以上配置している

こと。  

利用者ごとに栄養ケア計画を作成

し、栄養状態を定期的に記録評価し

ていること。 

必要に応じ居宅を訪問すること。（原

則３月以内、月２回を限度）  

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 

 

 

口腔機能向上加算

（Ⅱ） 

 

１５０円／回 

 

 

 

１６０円／回 

３００円／回 

 

 

 

３２０円／回 

４５０円／回 

 

 

 

４８０円／回 

口腔機能の低下している利用者に対

して個別的に口腔清掃、摂食・嚥下に

関する訓練、指導実地を行った場合

（原則３月以内、月２回を限度） 

（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善

管理指導計画等の情報その他適切か

つ有効な実施のために必要な情報を

活用していること。  

若年性認知症利用

者受け入れ加算 

 

 ６０円／日 

 

 

１２０円／日 

 

 

１８０円／日 

 

初老期における認知症によって要介

護者となった者に指定通所介護を行

った場合  

 

認知症加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６０円／日 

 

１２０円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８０円／日 

 

 

 

 

 

 

 

以下を満たすこと 

①看護職員又は介護職員を常勤換算  

法で２名以上確保していること。 

②前３月間の利用総数のうち、日常 

生活自立度Ⅲ以上である者の占める 

割合が１５％以上であること。   

③提供時間を通じ認知症介護の指導 

に係る専門的な研修等を終了した者 

を１名以上配置していること。 

事例検討、技術的指導に係る会議を

定期的に開催していること。 



 

中重度者ケア体制

加算 

 

 

 

 

 

 

４５円／日 

 

 

 

 ９０円／日 

 

 

 

 

 

 

 

１３５円／日 

 

 

 

 

 

 

以下を満たすこと 

①看護職員又は介護職員を常勤換算 

法で２名以上確保していること。 

②前３月間の利用者総数のうち、要 

介護３以上の者の占める割合が３０ 

％以上であること。 

③提供時間を通じ看護職員１名以上 

配置していること。  

個別機能訓練加算

（Ⅰ）イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロ 

 

 

個別機能訓練加算

（Ⅱ） 

５６円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７６円／日 

 

 

 

２０円／月 

１１２円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５２円／日 

 

 

 

４０円／月 

１６８円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２８円／日 

 

 

 

６０円／月 

専従の機能訓練指導員を 1 名以上配

置（配置時間の定めなし） 

居宅訪問で把握した状況から他職種

共同でアセスメントを行い、個別機

能訓練計画を作成し、利用者の生活

意欲が増進されるよう援助するこ

と。 

訓練の対象者は 5 人程度以下の小集

団又は個人 

進捗状況の評価は 3 ケ月の 1 回以上

実施し、利用者の居宅を訪問した上

で、当該利用者又は家族に対して個

別機能訓練計画の進捗状況を説明

し、必要に応じて、見直しを行う。 

（Ⅰ）イの要件の外、機能訓練指導員

を（Ⅰ）イの配置に加えて、専従で1

名以上配置（配置時間の定めなし）す

る。 

（Ⅰ）に加えて個別機能訓練計画等

の内容を厚生労働省に提出している

こと。  



サービス提供体制

強化加算 

（Ⅰ） 

 

 

（Ⅱ） 

 

 

（Ⅲ） 

 

 

 

  

２２円／日 

 

 

 

 

１８円／日 

 

 

６円／日 

 

 

 

  

４４円／日 

 

 

 

 

３６円／日 

 

 

１２円／日 

 

 

 

 

 

６６円／日 

 

 

 

 

５４円／日 

 

 

１８円／日 

 

 

 

 

 

介護職員総の数のうち、介護福祉士

が 100 分の 70 以上、又は、勤続 10

年以上の介護福祉士が100分の25以

上であること。 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士

が100分の50以上であること。 

 

介護職員の総数のうち、介護福祉士

が100分の40以上、又は、看護・介

護職員の総数のうち、常勤職員が100

分の75以上、又は、勤続年数7年以

上の常勤職員が 100 分の 30 以上で

あること。 

生活機能向上連携

加算（Ⅰ） 

 

 

 

生活機能向上連携

加算（Ⅱ） 

 

１００円／月 

 

 

 

 

２００円／月 

２００円／月 

 

 

 

 

４００円／月 

３００円／月 

 

 

 

 

６００円／月 

医師又は理学療法士等の助言を受け

た上で、機能訓練指導員等が共同し

て、利用者ごとに個別機能訓練計画

を作成し、当該計画に基づき。計画的

に機能訓練を行っていること。 

医師又は理学療法士等が当該施設を

訪問し、機能訓練指導員等が共同し

て、利用者ごとに個別機能訓練計画

を作成し、当該計画に基づき。計画的

に機能訓練を行っていること。 

 

ADL維持加算

（Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９０円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用者等の総数が１０人以上で

あること。 

ロ 利用者全員について、利用開始

日と当該月の翌月から起算して６月

目において、Barthel Indexを適切に

評価できる者がADL値を測定し、測

定した日が属する月ごとに厚生労働

省に提出していること。 

ハ 利用開始月の翌月から起算して

６月目の月に測定したADL値から利

用開始月に測定したADL値を控除し

て得た値に、初月のADL値や要介護

認定の状況等に応じて一定の値を加

えたADL利得（調整済ADL利得）

の上位及び下位それぞれ１割の者を



 

 

ADL維持加算

（Ⅱ） 

 

 

６０円／月 

 

 

１２０円／月 

 

 

１８０円／月 

除く評価対象利用者のADL利得を平

均して得た値が、１以上であること。 

（Ⅰ）のイとロの要件を満たすこと。 

評価対象利用者等の調整済ADL利得

を平均して得た値が３以上であるこ

と。 

 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅰ） 

 

 

 

 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅱ） 

２０円／回 

 

 

 

 

 

５円／回 

４０円／回 

 

 

 

 

 

１０円／回 

６０円／回 

 

 

 

 

 

１５円／回 

介護サービス事業所の従業者が、利

用開始時及び利用中６月ごとに利用

者の口腔の状態及び栄養状態につい

て確認を行い、当該情報を利用者の

介護支援専門員に提供しているこ

と。 

利用者が栄養改善加算や口腔機能向

上加算を算定している場合、６月に

１回を限度に、口腔の状態と栄養状

態のいずれかの確認を行い、当該情

報を利用者の介護支援専門員に提供

していること。 

 

介護職員等処遇改善加算 

 

 

 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ（1）～Ⅴ（14） 

サービス単位の合計×９．２％ 

サービス単位の合計×９．０％ 

サービス単位の合計×８．０％ 

サービス単位の合計×６．４％ 

サービス単位の合計×８．１％～３．３％ 

 

科学的介護推進体

制加算 

 

 

４０円／月 

 

８０円／月 

 

１２０円／月 

 

利用者ごとのADL値、栄養状態、口

腔機能、認知症の状況等に係る基本

的な情報を厚生労働省に提出してい

ること。 

 

栄養アセスメント

加算 

 

 

５０円／月 １００円／月 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５０円／月 当該事業所の従業者として、又は、外

部との連携により管理栄養士を１名

以上配置していること。 

管理栄養士、看護・介護職員、生活相

談員その他の職種の者が共同して栄

養アセスメントを実施し、利用者又

は家族に対してその結果を説明し、

相談等に必要に応じて対応するこ

と。 



 

 

 

栄養状態等の情報を厚生労働省に提

出していること。 

※利用者負担金の割合は、市町村から交付される負担割合証によります。 

※各種加算については、要件を満たしたもののみ加算します。 

 

（２）その他の料金 

料 金 の 種 類 金   額 備    考 

食  費 

 

６００円／日 当日欠席の連絡が９時過ぎますと、キャンセ

ル料といたしまして昼食代の５０％、３００

円負担をお願いいたします。又、何らかの理

由で半日のみの利用で帰る場合も同様となり

ます。 

注１ その他、オムツ、着替は、利用者の持参でお願いします。ただし、施設用を利用された場合 

   は、後日お返ししていただきます。又、行事等で費用がかかる場合は、自己負担とさせてい 

   ただくこともあります。 
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 デイサービスセンター「楽聚」介護予防・日常生活支援総合事業における 

指定第 1 号通所事業（通所型サービス）運営規程 

 

（事業の目的） 

第 1 条 社会福祉法人 松井田福祉会が設置するデイサービスセンター「楽聚」

（以下「事業者」という。）において実施する安中市介護予防・日常生活支援

総合事業における指定第 1 号通所事業（通所型サービス）（以下、「通所型サ

ービス」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に

関する事項を定め、通所型サービスの円滑な運営管理を図るとともに、要支

援状態等にある利用者に対し、適切な通所型サービスを提供することを目的

とする。 

 

（運営の方針） 

第 2 条 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、心

身機能の回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めるものとする。 

３ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する

市町村、地域包括支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

４ 通所型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適

切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行う。 

 

（事業の運営） 

第３条 通所型サービスの提供に当たっては、事業所の従事者によってのみ行

うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第４条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 デイサービスセンター「楽聚」 

（２）所在地 安中市松井田町二軒在家７７６番地１ 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとす

る。 



2 

 

（１）管理者 １名（常勤職員） 

    管理者は、従事者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元

的に行うとともに、通所型サービスの実施に関し、事業所の従事者に対

し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 

（２） 第１号通所事業従事者 

   生活相談員   １名（うち常勤職員１名） 

   看護職員    ３名 

   介護職員    ７名（うち常勤職員５名） 

   機能訓練指導員 ３名 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

（１）営業日 月曜から土曜日までとする。 

       ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

（２）営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

（３）サービス提供時間 午前８時４５分から午後４時１５分までとする。 

 

（通所型サービスの利用定員） 

第７条 事業所の利用定員は、１日 １単位 ３０ 名とする。 

 

（通所型サービスの内容） 

第８条 通所型サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサ

ービスを行うものとする。 

（１）入浴サービス 

（２）給食サービス 

（３）生活指導（相談・援助等） 

（４）機能訓練及びレクレーション 

（５）健康チェック 

（６）送迎 

（７）アクティビティー（介護予防） 

 

（利用料等） 

第９条 通所型サービスを提供した場合の利用料の額（別表１）は、安中市が 

    定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利

用料から第１号事業支給費の額を控除して得た額の支払いを利用者から

受けるものとする。 
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２ 食事の提供に要する費用については、６００円を徴収する。 

３ その他、通所型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活におい 

ても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。 

４ 前４項の利用料等の支払いをうけたときは、利用料とその他の費用（個別 

の費用ごとに区分）について記載した領収書を交付する。 

５ 通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に 

対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した 

上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）をうけることとする。 

６ 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族 

に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押 

印）を受けることとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１０条 通常の事業の実施地域は、安中市内とする。 

 

（衛生管理等） 

第１１条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水につ 

いて、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講 

じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第１２条 利用者は通所型サービスの提供を受ける際には、医師の診断や日常 

生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業所に連絡し、心身の状況に応 

じたサービスを事業所が提供を行えるよう留意する。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１３条 通所型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、そ 

の他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じる 

とともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の 

必要な措置を講じるものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１４条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するた 

めの計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、 

年２回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 
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（苦情処理） 

第１５条 通所型サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速 

かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、提供した通所型サービスに関し、法第２３条の規定により市町 

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの 

質問若しくは紹介に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村 

からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を 

行うものとする。 

３ 事業所は、提供した通所型サービス A に係る利用者からの苦情に関して国 

民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会か 

ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う 

ものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１６条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法 

律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適 

切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものと 

する。 

２ 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提 

供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については 

必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとす 

る。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ 

せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 

従業者との雇用契約の内容とするものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１７条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講

ずるものとする。 

（１）虐待を防止するための対策を検討する委員会の設置及び、従事者に対す

る研修の実施 

（２）施設が整備した虐待防止のための指針の策定 

（３）虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 

（４）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（５）その他虐待防止のために必要な措置 
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２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家 

族等高齢者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見 

した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１８条 利用者に対し、通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、 

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡 

するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

２ 利用者に対し、通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場

合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１９条  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定 

通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務 

再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務 

継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。  

２  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要 

な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。  

３  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

 

（身体拘束の原則禁止） 

第２０条  事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為（以下「身体的拘束等」という。）は行わない。 

２ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の 

内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、そ 

の際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するも 

のとする。 

 

（地域との連携） 

第２１条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。 

 

(研修の機会の確保) 

第２２条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり 



6 

 

設けるものとし、又、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修  採用後３カ月以内 

（２）継続研修   年２回以上 

 

（ハラスメント対策） 

第２３条 事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（その他運営に関する留意事項） 

第２４条 事業所は、通所型サービスに関する記録を整備し、サービスを完結 

した日から５年間保存するものとする。 

２ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の 

管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

（事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供） 

第２５条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとするとこは、その廃止 

又は休止の日の１月前までに、次に掲げる事項を安中市へ届け出なければなら 

ない。 

（１）廃止し、又は休止しようとする年月日 

（２）廃止し、又は休止しようとする理由 

（３）現に通所型サービスを受けている者に対する措置 

（４）休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

 

 

  附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成３１年３月１８日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

 



別表１（第９条関係）

（１）第１号訪問事業・介護予防通所介護相当サービスの利用料は、基本部分と加算の合計の額

となります。

基本部分：介護予防通所介護相当（独自）

利用者の 利用者負担 利用者負担 利用者負担

要介護度 （１割） （２割） （３割）

 要支援　１ １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円

要支援　２ ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円

加算：介護予防通所介護相当（独自）

生活機能向上
グループ活動加算

１，０００円 １００円 ２００円 ３００円

 
 生活機能向上連携
 加算（Ⅰ）

 生活機能向上連携
 加算（Ⅱ）

１，０００円

２，０００円

１００円

２００円

２００円

４００円

３００円

６００円

栄養改善加算 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円

口腔・栄養スクリー
ニング加算（Ⅰ）

口腔・栄養スクリー
ニング加算（Ⅱ）

２００円

５０円

２０円

５円

４０円

１０円

６０円

１５円

口腔機能向上加算
（Ⅰ）

口腔機能向上加算
（Ⅱ）

１，５００円

１，６００円

１５０円

１６０円

３００円

３２０円

４５０円

４８０円

要支援１ ８８０円 ８８円 １７６円 ２６４円

要支援２ １，７６０円 １７６円 ３５２円 ５２８円

要支援１ ７２０円 ７２円 １４４円 ２１６円

要支援２ １，４４０円 １４４円 ２８８円 ４３２円

要支援１ ２４０円 ２４円 ４８円 ７２円

要支援２ ４８０円 ４８円 ９６円 １４４円

加算の種類 加算の要件（概要）
加算額

利用者負担
（１割）

利用者負担
（２割）

利用者負担
（３割）

栄養改善サービス及び口腔機
能向上サービスを実施した場
合

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

別に厚生労働大臣が
定める基準に適合し
ている場合

サービス提供体制
強化加算（Ⅲ）

１，４４０円

基本利用料

１７，９８０円（１月につき）

３６，２１０円（１月につき）

基本利用料

生活機能の向上に対して実施
される日常生活上の支援を
行った場合

　一体的サービス
提供加算

４，８００円 　　４８０円 　　９６０円

外部の介護予防通所リハ事業
所等のリハビリテーション専
門職や医師が通所型サービス
事業所等を訪問し、共同でア
セスメントを行い、個別機能
訓練計画等を作成した場合

低栄養状態の改善等を目的と
して、個別的に実施される栄
養食事相談等の栄養管理を
行った場合

利用開始時及び利用中６ヶ月
ごとに利用者の口腔の健康状
態のスクリーニング又は栄養
状態のスクリーニングを行っ
た場合

口腔機能の向上を目的とし
て、個別的に実施される口腔
掃除の指導もしくは実施又は
摂食・嚥下機能に関する訓練
の指導もしくは実施を行った
場合



介護職員等
処遇改善加算Ⅰ

介護職員等
処遇改善加算Ⅱ

介護職員等
処遇改善加算Ⅲ

介護職員等
処遇改善加算Ⅳ

介護職員等
処遇改善加算Ⅴ
（1）～（14）

科学的介護
推進体制加算

４００円 ４０円 ８０円 １２０円

　栄養アセスメント
　加算

５００円 ５０円 １００円 １５０円

※各種加算については、要件を満たしたもののみ加算します。

利用者ごとのADL値、栄養状
態、口腔機能、認知症の状況
等に係る基本的な情報を厚生
労働省に提出していること。

当該事業所の従業者として、
又は、外部との連携により管
理栄養士を１名以上配置して
いること。管理栄養士、看
護・介護職員、生活相談員そ
の他の職種の者が共同して栄
養アセスメントを実施し、利
用者又は家族に対してその結
果を説明し、相談等に必要に
応じて対応すること。栄養状
態等の情報を厚生労働省に提
出していること。

サービス単位の合計×６．４％

サービス単位の合計×８．１％～３．３％

※当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

サービス単位の合計×９．２％

サービス単位の合計×９．０％

サービス単位の合計×８．０％


